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竹沢　 「水の精霊」 とイス ラム

「水 の 精 霊 」 と イ ス ラ ム

ボゾ族における社会変化と宗教変化

竹 沢 尚 一 郎*

Jii  N and  Islam  : Socioeconomic and Religious Changes among the Bozo

Shouichiro  TAKEZAWA

   This paper, based on field research in two villages of the 
Republic of Mali, outlines the relations between the socio-eco-
nomic and religious changes among the Bozo fishermen of the 
Niger River. 

   The Bozo were the first settlers of the so-called Niger Inner 
Delta, and their habits of life and thought have been strongly 

influenced by their specialization as fishermen. 
   Bozo  worldviews are preserved in the rituals connected with 

the water spirits, who, according to them, live in water and are 
the real owners of land and water. Bozo myths and legends 
say that their first ancestors fell in contact with these spirits, who 
allowed them to occupy the land and to catch fish on the condition 
that they would carry out annual sacrifices. Their descendants, 
who are called jii tu, "owners of the water", continue to do so 
for the purpose of renewing this alliance with the water spirits; 
they also accomplish some social and religious activities that 
are considered to be indispensable for the maintenance of village 
life. 
   But the changes during the past thirty years have been so 

great that not only the mode of life of the Bozo but also their 
mode of thought have been deeply influenced. Perplexed by 
these changes, some jii  tu have decided to abandon their annual 
sacrifices to the water spirits and to embrace Islam. This 
decision has thrown other villagers into confusion, and they, 
in turn, have been obliged to find a means of reorganizing their 
ways of thought and life.

*九 州大学,国 立民族学博物館共同研究員
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は じ め に

　本稿の目的は,西 アフリカの専業漁民集団ボゾ族BOZOの 宗教世界を明らかにする

ことにある。

　西アフリカを貫 くニジェール川中流域に広 く居住するボゾ族は,ま わりの社会 とは

異なる,独 得かつ多様な宗教世界をもっている。その全容に立ちいることはここでは

不可能なので,集 団的な側面,と くにかれらの生業である漁に密接に結びつ く側面に

重点をおきなが ら,記 述をおこなうことにしたい。 この側面にこそ,か れ らの宗教世

界の独自性があ らわれているからである。

　 ところでこのボゾ社会 は,黒 人アフリカの他の社会 とどうよう,植 民地化以降,と

くに1960年 の独立以降大 きな変化をこうむ ってきた。 この変化は,政 治,社 会,経 済

の諸次元 にまたがるものであり,宗 教体系 とてそれ とは無縁ではいられなかった。か

れ らが先祖から受けついできた漁の形態が 「近代的」なそれにとってかわ られつつあ

るように,独 自の内容をもっていたかれ らの宗教体系 も,す でにかなりの変化をこう

むっている。そこでかれ らの宗教体系の伝統的な様相 と,そ の変化の相をあとづける

ことは,現 在の急務 といえる。 しかも,か れ らは全体的な社会 ・経済的変化のなかで,

単にそれを受動的に受けいれるだけでなく,み ずか らの経験を秩序づけるべ く宗教的

な再組織化の試みをおこなっている。その経過を辿ることは,社 会変化のなかでの宗

教の位置について考えるための一助となるだろう。

　黒人アフリカの漁民集団の研究は,近 年になりわが国でも盛んになってきたが,宗

教体系や社会組織の研究は手がけられないままに残されている。事情は欧米でも同じ

であり,こ の分野はこれまでほとんど手をつけ られておらず,漁 民集団が農耕民や牧

畜民の集団 と同一の宗教世界や社会組織をもっているか否かということさえ,明 らか

ではない。そうした意味で,本 稿はこの空隙を埋めるための作業であり,重 点は漁民

社会の宗教世界の特質の解明におかれている。これも同 じく特徴的なかれらの社会組
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織の検討は,稿 をあらためて取 りくむことにしたい。

　以下の内容は,大 きく2つ に分かれている。まず第1部 では,ボ ゾ族の宗教世界を

記述するための前提として,か れ らの伝統的な漁の形態と,そ の変化の相 について大

筋をのべておきたい。 ここで漁の形態というのは,漁 具とその使用法,一 年をつうじ

ての漁のサイクル,漁 業権,そ して漁撈 組織をふ くんでいる。この作業によって,ボ

ゾ族の生存を支えている漁の形態とその変化の相が,概 略明 らかになるはずである。

　続 く第2部 では,漁 に結びついたかれ らの宗教世界が記述される。かれらの宗教体

系は,ニ ジェール川の中に棲んでいると信 じられる 「水の精霊」を中心に組織 されて

おり,そ の人間の側でのいわば代理人が 「水の主」や 「水の娘」とよばれる存在であ

る。 この部分では,「水の精霊」にかんするボゾ族の宗教的観念 と,「水の主」や 「水

の娘」を媒介とした人間と 「水の精霊」との交流のあり方が分析されるだろう。

　以上2つ の記述をうけて,さ いこの箇所では一般的な考察を試みたい1)。

　 本 論 に入 る ま え に,ボ ゾ族 の概 要 と調 査 地 につ いて 簡 単 に記 して お く。

　 ボ ゾ族 は人 口10万 弱,マ リ共 和 国 中部 の,ニ ジ ェ ール 川 内陸 三 角 州 と よば れ る地 域

を 中心 に広 く分 布 す る集 団 で あ る。 この 地 域 は,牛 牧 民 フル ベ族Fulbeや マ ル カ族

Marka,畑 作 民 バ マ ナ ン族(バ ンバ ラ族)Bamananや ドゴ ン族Dogonと い った,生

業 を異 に す る集 団 が 「棲 み分 け」 を お こな って お り,こ う した 部 族 ご との 分 業 に よ る

高 い 生産 力 と,と くに水 路 に よ る交 通 網 を古 くか ら発 達 させ て きた 。 こ う した な か で

ボ ゾ族 は,こ の地 域 に もっ と も古 くか ら住 み つ いた 集 団 と して 自他 と も に認 め て お り,

水 域 と荒 蕪 地 を 使 用 す る権 利 を独 占 して い る。 これ らの権 利 の所 有 者 は 「水 の 主 」(ボ

ゾ 語 でjii　 tuu)2)や 「や ぶ の主 」(同 じ く1aamu　 tuu)と よ ばれ る が,そ れ は ほ とん

どの ば あ い ボ ゾ族 の一 員 な の で あ る3)。

　 言 語 の観 点 か らい う と,ボ ゾ 語 はバ マ ナ ン語 な ど と と も に,マ ンデ諸 語famille

Mand6の 一 部 を な す 。 さ らに ボ ゾ語 の 中 に は,大 き く分 けて4つ の 方 言 が あ り,異

1)本 稿 のもとにな った調査 は,1981年11月 ～1982年1月,1985年4.月 ～6月,1986年8.月 ～12

　 月におこなわれた。3度 目の調査 は,文 部省科学研究費補 助金 によ る海外学術調査(「ニジェー

　 ル川大湾 曲部諸文化の生態学的基盤 及び 共生関係 の文化人類学的研究」,研 究代表者:川 田順

　 造東京外国国語大学AA研 教授)の 補 助を受 けた。また論文 にな るには,川 田教授を中心 とす

　 る東京外 国語大学での総括研究会,お よび国立民族学博物館 の共同研究会(「アフ リカ諸民族の

　 技術誌 の整理 と分析」研究代表者:和 田正平 同館教授)で の討論が有益 であ った。本稿 は,と

　 くに後者 の研究会でお こな った発表 の後半部分を中心 としてお り,前 半 の部分 はあ らためて発
　 表する予定であ る。

2)ボ ゾ語 の表記 は マ リ共和国教育省の 『ボゾ語語彙集』【D.N.A.F.L.A.1982]に したが ってい

　 る。

3)し か しその地位の一部 は,18世 紀 よ りバ ンバ ラ王国やフル ベ王国の影響化 に入るにおよんで

　 前者の漁撈 カース トであるソモノSomonoや,後 者の農業奴隷であ る リマイベRimaibeの 手
　 に強制的に移 されて,今 日にいた っている。
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　　 　 　　 　 　　 　　 　 　図1ニ ジェール川内陸三角州

イ タリック体で示 してあるのが ボゾ族 の4つ の下位集団である。増水期の9～11月 には,

斜線の内側 の地域が氾濫水でおおわれる。

方 言 間 の コ ミュニ ケ ー シ ョンは きわ め て 困難 と いわ れ る。 この4つ の 方 言 はニ ジ ェー

ル 川 の 上 流 か ら下 流 にむ か って,ケ レ ンガ語Kelさnga,チ エ語Tieyaxo,ソ ル コ語

Sorogama,コ チ ャ語Kotyaxoと よばれ る[D.N.A.F.L,A.1982:1]。 この4つ の下

位 集 団 は,言 語 の み な らず村 落 規 模 や漁 法 な ど に お いて もか な りの差 異 を示 して い た

と され て お り[GALLAIs　 1967:106-107,419--443],こ の こと は過 去 に これ らの 下

位 集 団 間 の 交 流 が 乏 しか った こ とを推 測 させ る もの で あ る。 しか し筆 者 が1981年 か ら

1986年 の あ い だ に内 陸三 角 州 の各 地 を お とず れ た と き に は,漁 法 にか ん す るか ぎ りそ

れ ほ ど顕 著 な 差 異 は見 られ な か った 。 私 た ち が こ こで検 討 す るの は,そ の う ちの チ エ

下 位 集 団 の 漁 と宗 教 で あ る。

　 調 査 の 主 舞 台 とな った の は,ニ ジ ェー ル川 とそ の支 流 ジ ャカ川 が分 岐 す る地 点 の 村

ジ ャフ ァ ラベDiafarab6と,そ の12　 km東 に位 置 す る ニ ジ ェ ー ル川 沿 いの 村 ヌ ー

Nouhで あ る。 前 者 は人 口約7000,そ の うち半 数 強 の4000を ボ ゾ族 が 占め,他 に フル
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ベ族 が約2000,残 りが商 人 ジ ュ ラjula　 500や 政 府 役 人 等 で あ る。 一 方 ヌ ーの村 には,

政 府 関 係 の 役 所 や 学校 は存 在 せ ず,ほ ぼ100%が ボ ゾ族 で あ る。人 口 は3000弱 とさ れ る

が,そ の1/3ほ ど は6年 来 の旱 越 の た め に村 を は なれ,内 陸 三 角 州 各 地 の 漁 業 キ ャ ン

プ に定 住 す る よ う にな って,村 に は もど って こな くな って い る。

　 1.ボ ゾ 族 の 漁 と 変 化

　 (1)漁 具

　 ボ ゾ族 が 用 い る漁 具 は,モ リや ヤ ス な どの 刺 突 具 類,笙 や 餐 な どの 陥穽 具 類,釣 針

な どの 釣 具 類,小 型 の手 網 類,大 型 網 類 に分 け る こ とが で き る。 これ らの 漁 具 とそ の

用 い方 の くわ しい記述 は別 の箇 所 で お こな って い る ので[竹 沢 　 1987b,1988a],こ

こで は簡 単 に この 順 で紹 介 す るだ け に した い(以 下 の 名称 は ジ ャフ ァ ラベ村 の そ れ で

あ る)。

　a.刺 突 具 類

　 魚 や 動 物 を つ いて 捕 え る道 具 で あ り,以 下 の もの が今 日ボ ゾ族 の村 々で 活 用 な い し

所 有 され て い る。

　a-1・ ソ ム ジ ョンs6mujon,魚 をつ くヤ ス 。

　a-2.テ ィナtina,魚 を つ くモ リ。

　a-3.パ ーpaa,大 型 水 生 動 物 をつ くモ リ。

ノぐ一 (paa)

ソム ジ ョン (sOmujon)

テ ィナ (tina)

カアロ  (kaalo)

ポハ (boxa)

図2　 各種の刺突具
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a-4.ヵ ア ロkaalo,小 型 水 生 動 物 を つ くモ リ。

a-5・ ニ ャ ン ギnyaりi,大 き な 針 を 何 本 も 束 ね た モ リ。

a-6.ボ ハboxa,陸 生 動 物 を つ く モ リ。

　 カバ や ワ ニ な ど の水 生 動 物 が 極 端 にへ って い るた め,a-37N° 一 とa-4カ ア ロ は今 日

で は ほ とん ど用 い られ な くな って い る。a-6ボ ハ は,増 水 期 にお こな わ れ る集 団 猟 で

よ く活 用 され て いた が,こ れ も獲 物 が へ って い るた め,今 日で は若 者 や子 供 が用 い る

だ け で あ る。 これ にた い し,魚 を つ くた め の他 の3種 の 漁 具 は,今 日で もよ く活 用 さ

れ て い る。a-一　1ソ ム ジ ョ ンは木 の 柄 に鉄 製 の 長 い針 を2～3本 固定 した もの で,主 と

して網 や延 縄 にか か った魚 を つ くの に用 い られ る。a-2テ ィナ はU字 型 の鉄 製 の モ リ

を木 の 柄 にゆ わ え た もの で,舟 や岸 の上 か ら魚 影 を め が け て つ く もので あ る。a-5ニ

ャ ンギ は,鉄 製 の針 を つ け た細 い木 の柄 を10本 前 後 束 ね た もの で,泥 の 中 に潜 った 魚

を つ くの に用 い られ る。

b.陥 穽具類

水流や魚の習生を利用 して,魚 をその方 に導いて捕えるための道具。ボゾ族の伝承

によれば,刺 突具とともにもっとも古い道具 とされ る。以下の種類がある。

b-1.ソ ウ  sou,

b-2.　 ノN°ポ ロ

小型の笙。

papolo,

b-3.　 フ ン ド ウ

b-4.ジ ェ ネ

xundu,

 jene,

b-5.　 ド ロ ン コ ロ ン

b-6.　 シ ア sia,

中型の笙。

中型 の笙 。

大 型 の笙 。

 dronkaren,

柴積け漁。

小型の笙。

　 b-1ソ ゥ,b-2パ ポ ロ,　b-4ジ ェネ はい ず れ も同 じ材 料 を用 い て お り,オ オ ギヤ シ

jeu(Borassus　 flabelzfer)の 葉 芯 を横 に 張 り,ド ー ムヤ シxomoxon(HyPhaene　 thebaica)

か ら と った繊 維 で ゆ わえ た もの で あ る。 そ れ ぞれ 大 きさ が異 な り,ソ ウは全 長1～2m,

パ ポ ロは2～3m,ジ ェネ は4～6m。 この 中 で は ソ ウが も っ と も古 い とさ れ るが,

最 大 の ジ ェ ネ は1920年 頃 に ジ ャ村Diaの 漁 民 が は じめ た もの と いわ れ,今 日 まで この

村 出身 の漁 民 の み が用 いて い る。

　 他 の陥 穽 具 の うち,b-3フ ン ドゥは細 い木 を 曲 げ て作 った 紡 錐 型 の 漁 具 で,ニ ジ ェ

ー ル川 本 流 に しか け て大 型 魚 を と るた めの もの 。b-5ド ロ ンコ ロ ンは
,竹 の 枠 に網 を

か ぶせ た小 型 の もの で,中 に餌 をお いて 魚 をお び き よせ る もの 。 これ は川 の 本 流,支

流,沼,氾 濫 原 な ど,ど ん な場 所 にで も設 置 す る こ とが で き,現 在 も っ と も効 率 の よ

い もの とされ て い る。
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ソ ウ

パ ポロ

ジェネの内部

ジ ェ不

フ ン ドウ

ドロ ン コ ロ ン

図3各 種 の 笙

c.釣 具 類

c--1.サ ウsau,引 き延 縄 。

c-2.ジ ラ ンjilan,底 延 縄 。

　 c-1サ ウは10cm程 度の大きな釣針で,ボ ゾの鍛冶屋が作 ったもの。丈夫な紐に

20個 ほどゆわえて,両 端を2人 の人間がもって沼や小川をひきまわ して魚をとらえる。

後者は日本から輸入された釣針を,数 十～数百mの 紐に800個程度ゆわえた延縄。餌

はつけず土器のおもりで川底付近に設置して,流 れにのって動 く魚をとらえる。

d.手 網 類
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d-1.キ ャ ンガ ンkyapan,か ぶ せ 網 。

d-2.ク ワkwa,は さ み 網 。

d-3.ス ワ ニ ャswanya,す く い 網 。

d-4.ガ ン ガgapa,す く い 網 。

d-5.サ リ ン セ ウsalin　 seu,投 網 。

　 d-2ク ワ は,全 長lm程 度 の 三 角 網 を2枚1組 で 用 い,網 目 の大 き さ に よ って3

つ の 種 類 が あ る。 網 目の 小 さい もの か ら順 に,レ ンク ワ1en　 kwa,ジ ャ ミネjaminさ,

トゥ ンク ワtun　 kwa(な い しク ワ ホ ロkwa　 xolo)と 区 別 され る。 と くに後 者 は潜 水

漁 で 用 い られ,大 型 魚 を はさ み こむ よ うに して と らえ る もの で あ る。

　 d-3ス ワニ ャ とd4ガ ンガ は,全 長4～5mの 大 型 の 三 角 網 で,用 法 に よ って 区

別 され るだ けで あ る。 ス ワニ ャ は舟 か ら網 を お ろ し,舟 を進 ませ て 魚 をす くって と ら

ここを持つ
魚搬 ボーノ

ク ワ

キヤンガ ン

ガ ンガ

ガ ンガを用いた フー ノ漁

図4手 網 類
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え る もの。 ガ ンガ は,氾 濫 域 を十 数kmに わ た って 木 の 枝 で作 った柵 で遮 断 し,と こ

ろ ど こ ろ に開 口部 を も うけ,そ こ に網 を 置 い て魚 を す く って と らえ る もの。 ま たd-5

サ リンセ ウ は,バ ンバ ラ王 国の 本 拠 地 で あ った セ グ ーの 漁 民 に よ って 開 始 され た もの

と伝 え られ,集 団 性 を 旨 とす るボ ゾ 族 の 伝 統 的 漁 法 と は対 立 す る とい う理 由 で,近 年

ま で ジ ャ フ ァラ ベ村 で は使 用 が 禁 止 され て いた 。 しか し今 日で は,も っ と も好 ん で 用

い られ る漁 具 の 一 つ にな って い る。

　 e.大 型 網

　e-1.タ アニ セ ゥtaani　 seu,刺 網 。

　e-2・ ペ レペ レ ンセ ウPさr壱Pさrさnseu,流 し網 。

　 e-3.フ ビ ンセ ウxubin　 seu,か ぶせ 網 。

　 C4.セ ゥ ホ ロscu　 xolO,曳 網 。

　 d-5の サ リン セ ウ も含 め て,こ れ らの 網 の 名 称 は いず れ も網seuに 用 法 を 表 わ す形

容 詞 を 加 え て 作 られ た もの で,そ の 導 入 は比 較 的 の ち の 時代 に,外 部 か らな さ れ た も

の と推 測 され る。 これ らの 網 も,過 去 に は地 元 産 の綿 や アオ イ科 の繊 維 を用 い て漁 民

みず か らが 作 って いた が,今 日で はす べ て が 輸 入網 にな って い る。

(2)内 陸三角州の自然 と漁暦

　ボゾ族の漁民は,以 上のようなさまざまな漁具を自然の条件にあわせながら活用 し

ている。かれらの漁は,本 拠地であるニジェール川内陸三角州の自然条件と密接に結

びつ いて い るの で,そ れ と関 係 させ な が

らか れ らの 漁 の 一 年 の 周 期 を見 て い く こ

と に しよ う。

　 図5に 示 され る よ う に,こ の 地 方 の 水

位 が も っ と も高 くな るの は9月 か ら11月

にか けて で あ る。 これ は,ニ ジ ェ ール川

上 流 地 帯 にふ った 雨 水 が この地 にい た る

た め で あ り,水 は川床 を あ ふ れ 出 て,東

西100km,南 北200　 kmに わ た って湖

の よ うな状 態 を作 りだ す。 村 だ け が水 の

うえ に残 って,あ とは一 面 氾 濫 水 に お お

わ れ るの で あ る(図 の標 高265.5mが

氾 濫 域 の一 般 的 な 標 高 で あ る)。

図5　 内陸三角州の水位の変化

265.5mを こえると一面 に氾濫水 でおおわれ る

ようにな る。 一方4～6月 の渇水期には,水 は

川底を流れるだけであ る。
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　 この時期魚 も氾濫域 にはいり,草 を食べ,草 のあいだに卵をうみつける。魚が散 ら

ばるので,漁 にとっては条件の悪い時期である。漁は不活発で,漁 獲はきわめて限ら

れる。流 し網ペレペレンセウとドロンコロンだけがこの時期にしば しば用いられる漁

具である。

　10月 のおわりから11月にかけて水がひきはじめると,氾 濫域に散らばっていた魚は

水 とともに川の本 ・支流にもどろうとする。拡散 していた魚が狭い川床 に集まってく

るわけで,漁 に適 した条件が生みだされることになる。漁民はあちこちで寳で流れを

さえぎり,パポロ や ドロンコロンなどの笙 をお く。氾濫域を十数kmに わたって木の

柵で遮断 してガンガをしかけたり,川 の支流をジェネでふさいだりするのもこの時期

である。そのほかでは,延 縄ジランや刺網タアニセウも好んで用いられる。

　 この時期 は漁がもっとも盛んで,も っとも漁獲の多い時期であり,漁 民の多 くは漁

場に近いキャンプで生活をする。とくに,意 欲に富んだジャファラベ村やヌー村の漁

民の多 くは魚を求めてジャカ川を下 り,移 動 しなが ら数ケ月間キャンプ生活を続ける。

手 こぎの舟で移動するその距離は,し ばしば500km以 上にもおよぶ。

　　 　 　 　 　 　　 　図6　 ジャファラベ村の漁民の漁業 キャンプ

ジャファラベ村の25の 生 産単位の移動の様態を図示 したもの。一般に10月 下旬に村 を出発

し,そ れぞれのキ ャンプで1ヶ 弩ケ月すごす。
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　 3月 になると漁の最盛期も一段落 し,ボ ゾ族の漁民の多 くはこの地方の交易都市モ

プチMoptiに 迂回 して魚を売 り,そ のあと故郷の村にもどってくる。そこでおこな

われる集団漁ヤアヤアyaayaaに 参加するためである。

　 4月 にはじまるこの集団漁は,あ らか じめ定め られた日,定 め られた場所でおこな

われることになっている。その数はジャファラベ近辺では10箇所あり,だ いたい1週

間に1回 のペースで,約2ケ 月かけて移りなが らおこなわれる。集団漁はすべての漁

民にたいして開かれているため,遠 くの村か らも漁民が集まって くる。それぞれの漁

場では3ケ 月ほど前か ら漁が禁止されているため,魚 が多 く,か なりの漁獲が期待さ

れるためである。集団漁では刺網や大型の曳網セウホロが用い られるほか,水 深が深

く,底 に石や木などがあるため網をいれることのできない箇所　　これがとくに大型

魚の集まる場所でもある　　では,ト ゥンクワを用いた潜水漁がさかんにおこなわれ

る。

　集団漁がおわるころ,雨 期の倒来とともに増水がはじまり,漁 の一年のシーズンは

おわりとなる。漁民はつぎの季節を前に,漁 具の手入れや買い入れなどの準備に追わ

れる。 しかし漁に不適のこの時期は,各 地の漁業キャンプに散っていた漁民が村 にも

どってくる時期でもあるため,社 会生活,宗 教生活の うえでは重要な意味をもってい

る。さまざまな儀礼がお こなわれた り,各 種の話 し合いがもたれたりするのはこの時

期である。そのほかにも,レ ス リングや競舟といった村全体を熱狂させる催 しがおこ

なわれ るのも,こ の時期である。

　表1に は,ジ ャファラベ村 とヌー村の漁民の,漁 を中心とした一年の リズムをまと

めてある。表 に見 られるように,そ れぞれの季節に好んで用いられる漁具は決ってい

るが,そ の他に刺網,投 網などは一年をつ うじて もっともよく用いられる漁具である。

(3)過 去 の漁

こうした現在の漁のあり方を,2つ の村の長老や壮年の男性の話をもとに再構成 し

表1現 在の漁カ レンダー

月

季節

11 12

寒 期

1 2 3 4

暑 期

5 6 7

雨 期

8 9 10

増水期

特徴 キ ャンプ生 活 集団漁 村での集団生活

漁 最盛期 良 不 良

漁具 ガ ンガ ・ジ ェネ ・延縄 曳網 ・潜水 漁 流 し網 ・ドロ ンコ ロ ン
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た 過 去 の 漁 の あ り方 と対 比 させ て み よ う4》。 過 去 とい って もそ れ ほ ど古 い 時期 で は な

く,1960年 に達 成 さ れ た マ リ共 和 国 の独 立 の 少 し前 の こ とで あ る。 独 立 に よ って漁 業

後 進 国 フ ラ ンス の栓 楷 を の がれ た こと で,あ らた な漁 具 が大 量 に輸 入 され るよ うに な

り,ボ ゾ族 の漁 に も大 きな変 化 が もた らされ た 。 それ ま で は,老 人 た ちの話 を総 合

して も,植 民 地 時代 に書 かれ た 漁 にか ん す る さ ま ざ ま な 記 録 にあ た って も[BOEUF

1935;MALzY　 1946;DAGET　 1949,1956;LIGER　 1964-71],当 時 の漁 は良 く

い って伝 統 的,悪 くい って停 滞 の状 態 に と ど ま って い た よ うで あ る。

　 11月 に な って,減 水 が は じま る と ど う じに漁 が 最盛 期 を む か え た の は,過 去 に も同

じで あ った。 最 初 に お こな われ た の はガ ンガ の 漁 で あ り,ジ ャ フ ァ ラベ村 の第 一 地 区

の ボ ゾ漁 民 は ほ とん ど一 人 残 らず 村 を は なれ,村 を 中心 と した 半 径10　 kmほ ど の氾

濫 域 の あ ち こち に ガ ンガ トゥを も う けて,こ の 漁 をお こな った。 この漁 は,tw　 kmか

らと き には 十 数kmに わ た って 氾 濫 域 を柵 で 遮 断 しな くて は な らな い た め,多 くの

労 働 力 と組 織 さ れ た共 同作 業 を必 要 とす る。 この 漁 の単 位 とな った の は,一 人 の男 子

を共 通 の先 祖 と す る父 系 の系 譜 集 団 カ ホkaxoで あ り,小 さい カ ホ の ば あ い に は い く

つ か 集 ま って一 つ の ガ ンガ トゥを作 る こ と もあ った 。

　 ガ ンガ の漁 は11月 か ら1月 にか けて お こな わ れ,1月 の後 半 にな って ジ ャカ川 の水

位 が低 下 す る と,ジ ャカ川 の入 口 に 幅約500mに わ た って 寳 立 て が お こなわ れ た。

これ は ジ ャニ ャDianyaと よば れ(「 ジ ャ村 の水 路 」 の 意,ジ ャカ川 の 別 名),そ れ

ぞ れ の カ ホ が用 意 した管 を つ な げて 作 った もの で あ る。川 の両 岸 か ら中央 にむ け てV

字 形 に蟹 を組 み,両 岸 に1つ ず つ 簗 貧 を も うけ,水 流 を利 用 して そ こ に魚 を追 い込 む

もの で あ った(図7)。

　 この管 立 て は,こ の 土地 の 「水 の主 」 ク ワ タKouataの カ ホ を 中心 と して,他 に5

つ の カ ホ が共 同 して お こな った 。 また その 他 の カ ホの 成 員 で も,こ こで の漁 を望 む 者

は これ に 協 力 す る こ とが で きた。2つ の簗 賛 の うち,魚 の 多 く集 ま る右 岸 の そ れ は ク

ワタ と ソ ンゴ レマ ・ク ヲ ンタSongolema　 Kwonta,バ ー マ イ ン ・ジ ェネ ポBamain

Jenepoの3つ の カ ホ に,そ して 左 岸 の 簗 管 は,グ ワ ・ク ヲ ンタGwa　 Kwontaと ペ

ペ ・ジェ ネ ポPepe　 Jenepo,そ して ク ワ ンタKwantaと カ ンタKanta(こ の2つ は

合 わせ て1つ の カ ホ と して 計 算 され た)に 割 りあ て られ て い た。

　 この簗 箕 で の漁 は,朝,昼,夕 の3度 お こ なわ れ,そ れ ぞ れ3つ の カ ホが順 に漁 を

4)30人 以上の面接調査 によ る。以下 の内容は,ジ ャフ ァラベ村 の第一地区のそれであ る。 この

村 には3つ の地 区があるが,も っとも古い第一地 区の漁民 と他地 区の漁民のあいだで は,過 去

か ら現在にいたるまで漁の形態はま った く異 なる。植民地時代 に調査をお こな ったDagetは,

他地区の漁民をボゾで はな く,漁業 カース ト民 であるソモノとみな しているほどである[DAGET

1956:66-69]。 またヌー村の漁の形態 は,ジ ャフ ァラベ村のeg-一地区のそれにほぼ等 しい。
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　 図7　 ジ ャニ ャの 漁

[DAGET　 l956:fig.3]よ り

お こな った 。 用 い られ た漁 具 は トゥ ンク ワや ジ ャ ミネ な ど の手 網 の 類 で あ り,と れ た

魚 は一 旦 そ れ ぞ れ の カ ホ の 長 に 集 め られ た あ と,参 加 者 の あ い だ に分 配 され た 。 しか

し魚 体 が大 き く,味 が 良 い た め に 高 い価 値 を もつ 通 称 キ ャプ テ ン(nyo　 xolo,　Lates

niloticecs)は,「 水 の 主」 と 「水 の娘 」 に贈 られ る こと にな って いた 。

　 4月 にな って水 位 が も っ と も下 が る時 期 に は,現 在 と 同 じよ う に集 団 漁 が お こな わ

れ た。 独 立以 前 に は大 型 網 を もつ漁 民 は ほ とん どお らず,漁 は も っぱ ら トゥ ン ク ワを

用 い る潜 水 漁 で あ った。 ま た過 去 に は,現 在 と ちが って 漁 場 の 両 は しに簀 や ジ ェネ の

柵 が も うけ られ,そ こで とれ た魚 は 「水 の 主 」 の もの と され た。

　 集 団漁 が お わ り,増 水 に よ って ジ ャ カ川 に水 が は い る6月 後 半 にな る と,ジ ャカ川

の入 口 にふ た た び簀 が立 て られ た 。 今 度 の簀 はタ ーtaa(止 ま るの 意)と よばれ,6

つ の三 角 形 を つ な げ た よ うな形 を して いた 。先 ほ どの ジ ャニ ャ と同 じ く6つ の カ ホ を

中心 と して作 られ た この簀 は,漁 に も っ と も適 した 右岸 か ら順 に,ク ワタ,カ ンタ,

バ ー マ イ ン ・ジ ェ ネ ポ,グ ワ ・ク ヲ ンタ,ぺ ぺ ・ジ ェネ ポ
,ソ ンゴ レマ ・ク ヲ ンタ に

割 りあ て られ て い た。 しか し他 の カ ホの メ ンバ ー も,簀 を作 るの に協 力 さ えす れ ば漁
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表2　 過去の漁 カ レンダー

月

漁

11

1 2

ガ ンガ網漁

1 2

ジ ヤニ ヤ

3 4 5

集団漁

6 7

タ ー

8 9 10

に参 加 す る こ とが許 され て いた 。 この 漁 も,ジ ャニ ャの漁 と同 じよ うに共 同 して お こ

な わ れ,分 配 もカ ホの 長 をつ う じて な され て い た 。 とれ た魚 の うち もっ と も大 きな 魚

が 「水 の主 」 や 「水 の娘 」 に贈 られ た こ と も,ど うよ うで あ る。

　 以 上 の よ うな過 去 の漁 の あ り方 を ま とめ た の が 表2で あ る。 過 去 の漁 は い くつ か 一

般 的 な特 徴 を もって い るが,そ れ を 列 記 して い く とつ ぎ の よ うに な る。1)漁 は集 団 的

な性 格 を 強 く もって いた 。 ガ ンガ を 用 い る漁 を は じめ と して,タ ー とジ ャニ ャの2つ

の簀 立 て漁,減 水 期 にお こな わ れ る集 団 漁 にい た るま で,漁 は つね に カ ホが 単 位 とな

って,そ の全 成 員 が 協 力 して 働 く形 で お こな わ れ て い た。 そ して とれ た 魚 も,原 則 と

して一 旦 カ ホの 長 の 手 に集 め られ,そ の あ とで再 分 配 され る こ と に な って いた 。2)漁

の お こな わ れ るの はつ ね に限 られ た 場所 で あ り,こ の こ と はの ち に見 る よ う に,漁 場

を 占有 す る権 利 が きわ めて 重 要 な 意 味 を も って い た こと を示 して い る。3)お もな漁 場

はす べ て ジ ャ フ ァ ラベ 村 の 近 くで あ り,重 要 な2つ の簀 で 漁 をお こな う権 利 が村 の有

力 な6つ の カ ホ に独 占 され て い た こ とに示 され て い る よ うに,村 の 中 で の 力 関係 が漁

獲 の 大 小 と密 接 な 関 係 にあ った 。 中 で も と くに 「水 の主 」 は,自 分 の カ ホの成 員 か ら

集 め られ る魚 の ほか に,他 の カ ホ の成 員 か ら も魚 を受 け と る権 利 を も って い た。4)用

い られ る漁 具 は,ト ゥ ン ク ワや ガ ンガ な ど の手 網 類,そ して パ ポ ロな どの 陥穽 具類 が

主 で あ り,こ れ ら はた い した投 資 を必 要 と しな か った だ けで な く,漁 民 じ しん の手 で,

原 地 で とれ る材 料 を用 い て作 られ て い た。5)簀 を用 い るガ ンガ,ジ ャニ ャ,タ ー な ど

の 漁 は,設 置 時 期,設 置箇 所,そ の方 法 と い った 点 で,魚 と水 流 にか ん す る深 い知 識

を 必 要 と して い た 。 ま た トゥ ンク ワ を用 い る潜 水 漁 は,水 の 中 で魚 と格 闘 す る漁 で あ

り,特 別 な技 能 が 必 要 で あ った。

(4)変 化 漁の次元で

　 ボ ゾ族 の 漁 の この30年 ほ ど の変 化 は,と りわ け漁 具 と漁 業権 の2つ の 次元 で あ らわ

れ て きた もの で あ る。 漁 業 権 の 問題 は 「水 の主 」 と密 接 に結 び つ いて い るの で,つ ぎ

の と ころ で考 え る こ とに して,こ こで は まず 漁 具 につ い て 見 て い く こ と に した い。

　 表3に は,ジ ャフ ァ ラベ村 の第 一 地 区 にす む42の 生 産 単 位5)ト ゥマtuma　 rと,ヌ ー

村 の17の 生 産 単 位 が 現在 保 有 す る漁 具 の数 が しる され て い る6)。 表 の 見 方 は,た とえ
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表3　 漁 具 の 種 類 と所 有 数

 Diafarabe Nouh

漁 具 (1)　　　(1)÷42　 　(2)　　(2)÷42　 　　(1)　　　(1)÷17　 　(2)　　(2)÷17

 a-1 somujon 

a-2 tina 

a-3, 4 paa, kaalo 
a-5  nyaDi 

a-6 boxa

b-2 papolo 

b-4  jene 
b-5  dronkoron

41

21

6

0

19

0.98　 　 102

0.50　 　　31

0.14　 　　11

0　 　　　　 0

0.45　 　 33

2.4

0.7

0.3

0

0.8

　5

　2

29

0.12　 　 　22　 　　0.5

0.05　 　　　　10　 　　　　0.2

0.69　 　　388　 　　　9.2

4

9

1

11

0

0.24

0.53

0.06

0.65

0

7

21

1

42

0

0。4

1.2

0.06

2.5

0

2

0

14

0.18　 　　10　 　　0.6

0　 　　 　　 0　 　 　0

0.82　 　　　290　 　　　17.1

c-2jilan 39 0.93　 　　1235　 　　　29.4 8 0.47　 　　　74　 　　　4.4

d-1 kyqan 

d-2 kwa 

d-3 swanya 

d-4  gafla 

d-5 salin sew

 e-1 taani sew 

e-2  p  er  ep  er  en  (sew) 

e-3 xubin sew 

e-4 sew xolo

0

22

7

27

34

0

0.52

0.17

0.64

0.81

0

62

7

63

53

0

1.5

0.2

1.5

1.3

40

10

11

3

0.95

0.24

0.26

0.07

109

13

15

　3

2.6

0.2

0.4

0.07

f xulu 39 0.92　 　　　　86　 　　　　2.0

6

5

15

5

14

0.35

0.24

0.88

0.29

0.82

26

11

29

10

26

1.5

0.6

1.7

0.6

1.5

Q
σ

7

1
↓

00

1 0.76

0.41

0.06

0.18

52

14

2

3

3.1

0.8

0.1

0.2

15 0.88　 　　　27　 　　　1.6

ばa-1の ソ ム ジ ョ ンにつ いて 見 た ば あ い,最 初 の数 字41は,調 査 対 象 とな った42の

生 産単 位 の うち41が この 漁 具 を保 有 して い る こ と,つ ぎ の0.98は,こ の漁 具 を保 有 す

る生 産単 位 の 割合 が98%に の ぼ る こ と を示 して い る。そ の あ と に く る102は,42の 生 産

単 位 が所 有 す る この 漁 具 の 数 を 合 わ せ た 総 数 で あ り,つ ぎ の2.4は,な ら して計 算 し

た ば あ い,1単 位 あた り が平 均2.4個 の ソ ム ジ ョンを所 有 す る こ とに な る こ とを あ ら

わ して い る。

5)親 族集団にかんす るボゾ族の概念 を記せば,下 か ら順 に トゥマtuma,ジ ャンjan,カ ホkaxo

である。 トゥマは元来かま どをあ らわす語であ り,そ こか ら派生 して一緒に食事をす る親族集

団すなわ ち消費の単位を意味する。ジ ャンは内庭を共有す る一群の家屋 とその住人,す なわち

居住 の単位をあ らわす。 カホは リニィジに相当する。ボゾ族の もとで は,過 去にはカホが生産

と分配 の単位であ ったが,独 立前 後か らジャンが生産単位 として機能す るよ うにな り,近 年の

旱魑とともに 「危 険を分散す る」 名目で トゥマに細分化 され る傾 向がある。

　 なお,ジ ャファラベ村で調査の対象 とな った60の 生産単位の平均構成員数 はユ1.ユ人(う ち実

働者数 は2.6人),ヌ ー村のそれは19.4人(同 じく4.3人)で あ った。

6)調 査時期は1986年9月 ～10月 。 表にはその数が重要なものだけをのせてあ る。 表 中のxulu

は舟 をあ らわす。
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　 この 表 は何 を物 語 って い るの だ ろ うか7)。 最 初 に 目 につ くの は,高 率 で 所 有 され て

い るい くつ か の漁 具 の 存 在 で あ る。 刺 網 タ ア ニ セ ウ と投 網 サ リ ンセ ウ,笙 の 一 種 で あ

る ドロ ンコ ロ ン は,い ず れ の村 で も きわ め て高 率 で存 在 して い る し,延 縄 ジ ラ ン は ジ

ャ フ ァラベ 村 で は90%以 上,ヌ ー村 で も約 半 数 が所 有 して い る。 その ほか で は,ク ワ,

ス ワニ ャ,ガ ンガ な ど の手 網 類 が比 較 的高 い割 合 を示 して い るが,こ れ らの漁 具 は過

去 に は も っ と も基 本 的 な 漁 具 と して用 い られ て い た こ と を考 慮 す るな ら,そ の重 要 性

はむ しろ 減少 して い る とい うべ きで あ ろ う。

　 これ らの漁 具 が これ ほ ど 高 い割 合 で 存 在 して い る と い う事 実 の 背 後 に は,そ れ を支

え る理 由 が あ るは ず で あ る。 じっ さ い これ らの漁 具 は,い ず れ も以 下 の 点 で 共 通 した

特 徴 を も って い る。1)刺 網 タ ア ニ セ ウ,投 網 サ リ ンセ ウ,ド ロ ンコ ロ ン,延 縄 ジ ラ ン

と も共 同作 業 を必 要 とせ ず,1人 な い し2人 で簡 単 に操 作 す る こ とが で き る。2)こ れ

らの 漁 具 は特 別 な知 識 や技 術 を必 要 とせ ず,誰 にで も比 較 的 た や す く操 作 す る こ とが

で き る。 と りわ け ドロ ン コ ロ ンは婦 人 の手 で 作 られ,操 作 され る こ と も多 い が,婦 人

が 漁 を お こな う こ と は過 去 には け っ して な か った。3)こ れ らの 漁 具 は いず れ も場 所 を

え らば ず,ど こに で も しか け る こ と が で き る。 それ ゆ え 漁 獲 の 大 小 は,深 い 知識 や漁

業 権 の有 無 よ り,む しろ どれ だ け多 くの 漁 具 を所 有 す るか と い う点 にか か って い る。

4)こ れ らの 漁 具 の導 入 は 新 し く(そ の ほ とん ど は独 立 後),い ず れ も 外 国 か ら輸 入 さ

れ る網 や 釣針 を材 料 と して作 られ て い る。 また 値 段 の 点 で も,過 去 に よ く用 い られ て

い た 漁具 に比 べ る とは る か に多 くの 資 金 を必 要 とす る8)。

　 こ う した特 徴 を もつ漁 具 を用 い る現 在 の 漁 が,先 に見 た過 去 の漁 と きわ だ っ た相 違

を もって い る こ と は 明 らかで あ る。 過 去 の 漁 を 要 約 して い え ば,何 よ り もまず 集 団 的

な もの で あ り,原 地 で とれ る材 料 を も と に漁 民 じ しん が作 った 漁 具 を 用 い,魚 と生 態

系 に かん す る深 い知 識 や特 別 の技 能 を必 要 と し,漁 場 を 占 有 す る権 利 と深 く結 び つ い

て い た。 これ にた い し,現 在 の 漁 は個 人 的 な 性 格 を も ち,外 国 か ら輸 入 され る漁 具 を

用 い,特 別 な 知 識 や 技 能 の 有 無 よ り大 量 の 漁 具 の 所 有 が重 要 で あ り,漁 業 権 と は あ ま

り関係 しな くな っ て い る。

　 こ う した 漁 の 次 元 にお け る変 化 は,容 易 に想 像 され るよ うに,労 働組 織 や それ に深

7)表 には2つ の村の違いがあ らわれている。 た とえばa-5ニ ャンギとd-1キ ャンガは,ジ ャ

　 フ ァラベ村 には存在 しないがヌー村ではかな りの高率で存在 してい る。 この ことは,後 者の村

　 のまわ りには前者 と異な りかな りの数 の沼があるため,沼 でのみ用 い られ るこれ らの漁具が必

　 要 だとい う事実 によ っている。その ほかの点 では決定的な差 はな く,全 体の傾 向と しては一致

　 してい るとい って もよいだろう。

8)一 生産単位 あた りの平均投資額を算 出すると年約17万CFAと な る(1　CFAは1988年 現在0.5

　 円)。かな りの額 といえよ う。
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く結 び つ い た家 族 構 造,さ らにそ れ に基 礎 を お く村 落 組 織 に も大 きな 影 響 を 与 え な い

で は いな か った。 この 点 につ い て は,独 得 の構 造 を もつボ ゾ族 の社 会 組 織 と関 連 して

別 稿 で くわ し く論 じる こ と に した い が,漁 が 個人 的 な もの に な り,長 老 や 「水 の主 」

の 見 解 に した が う こ と よ り新 た な漁 具 の導 入 が漁 獲 の多 寡 を直 接 決 定 す るよ うにな る

につ れ,生 産 の 単 位 で あ る親族 組織 は細 分 化 さ れ,村 の 内部 に も長 老 と若 者,「水 の主 」

に代 表 され る古 いカ ホ と新興 の カ ホ との あ い だ の対 立 は大 き くな って い った。 こ う し

た 変 化 は,漁 民 の 気 質 が 個 人 主 義 的 な 方 向 へ 変 わ って きた こ との あ らわれ とい うよ り,

旧来 の漁 の あ り方 を根 底 か ら くつ が え す 新 た な 漁 具 の導 入 が もた ら した結 果 とみ なす

べ きで あ ろ う。

　 と こ ろで,こ れ らの 新 た な漁 具 が 導 入 され るた め に は十 分 な 資金 が必 要 な は ず で あ

った 。 そ う した 資 金 は,ボ ゾ漁 民 が 世 界 経 済 の シス テ ム の な か に組 み込 ま れ て い く こ

と に よ っ て,す で に可 能 に な って いた の で あ る。主 と して ボ ゾ族 の手 に よ って漁 獲 ・

加 工 さ れ,内 陸三 角 州 の物 資 の集 散 地 モ プ チ に集 め られ た 加 工 魚(干 し魚,く んせ い

魚)は,1927年 よ り南 部 の コー トジ ボ ワ ー ル や ガ ー ナな ど の 国 々 に輸 出 され て いた が,

と りわ け第2次 大 戦 後 は,道 路 の整 備 や 輸 送 トラ ックの 増 加,そ して 南 部 諸 国 にお け

るプ ラ ンテ ー シ ョン農 業 の 隆盛 によ る経 済 発 展 に よ り,い ち じ る し く増 加 して い った 。

　 1920年 代 に400ト ン,1930年 代 に2000ト ンと推 定 され るモ プ チか らの 加工 魚 の輸 出

量 は,確 か な 統 計 の残 る1954年 以 降,旱 魅 の年 を の ぞ い て毎 年7000ト ンか ら11000ト

ンの あ い だ を 推移 して い た9)。 この間,加 工 魚 の輸 出 と と もに発 展 した モ プ チの 人 口

は,880(1914年),3500(1930年),5000(1938年),8218(1948年),1万1500(1952

年),1万9500(1960年),5万3900(1976年),と 順 調 にの び て い った 。　 [GALLAIs

1967:561;TRAoRE(6d)　 1980:33]し か もマ リ共 和 国 が 独 立 した1960年 い らい十

数 年 の あ いだ,加 工 魚 の 輸 出が 全 体 の な か で 占 め る割 合 は十 数 パ ー セ ン ト,品 目別 に

見 て い くと,綿 花,家 畜,落 花 生 に つ ぐ第4位 の位 置 を 占 めて いた の で あ る[DOSSIER

D'INFoRMATIoN　 EcoNoMI2uE　 1974:annexe　 24]。

　 私 た ち は これ まで ボ ゾ族 をお そ った 変 化 の 様相 を,と くに漁 を 中心 に あ とづ けて き

た 。 それ は一 口で い って,か れ らの 社会 が 地 方 的 な枠 を こえ て,い や 応 な く世 界 的 な

経 済 シス テ ム の 中 に統 合 され て い った こ との 結 果 で あ った。 そ の統 合 は,旧 来 の漁 具

よ りは る か に効 率 的 な 漁 具 を か れ ら に もた ら した し,ま た一 方 で,西 ア フ リカの 国 々

9)資 料は政府機関であるOp6ration　 peche　a　Mopti,　Archives　Nationales　du　Maliの もの。

　 1969年 以降の統計 は図8に 示 されてい る。輸出量 を示す これの数字 は加工魚 のそれであるか ら,

　 生魚 に換算するとその3倍 強になる。 この数字に,漁 民や内陸三角州の農牧民 が消費する分を

　 加 えた推定漁獲量 は,1966～80年 の平均で年約9万t,こ の地方の漁民人口で割れば一人 あた

　 り年約1tの 魚獲をあげてい る計算になる[PRoJET　 NovlB　 1981:20-23]。
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の経済発展と道路の整備等をつ うじて市場が拡大されることによって,新 しい漁具を

購入する資金をかれらに与えていた。 こうした変化は,漁 の様式だけでなく,他 の次

元にも大 きな影響を与えていったが,と くに宗教生活の面でいかなる影響が もた らさ

れていたかを検討することが,続 く第2部 の課題となる。

丑.ボ ゾ族の宗教世界 とその変化

(1)　 「水 の精霊 」

　 ボ ゾ族 は,す で に のべ た よ う に,内 陸 三 角州 に も っ と も早 く住 み つ い た部 族 と して

自他 と もに認 め て い る が,か れ らの 神 話 的 思惟 に よれ ば,そ の か れ らよ り先 に この 地

に生 まれ た存 在 が あ っ た。 それ が,か れ らが ニ ェ ネnyさnさ な い しニ ェネ ンnyさnさn

と よ ぶ 「水 の 精霊 」 で あ る。

　 ニ ェ ネ に かん す るボ ゾ族 の 思惟 を 総合 す る と,つ ぎ の よ うに な る10)。

　 ニ ェネ は神 の 手 に よ って も っ と も早 く,ニ ジ ェー ル川 と と もに創 造 され た 存 在 で あ

る。 か れ らは複 数 存 在 し,つ ね に水 の 中 で 生 活 を い とな み,ニ ジ ェー ル川 とそ の支 流

を 自由 に往 来 して く ら して い る。 ニ ジ ェ ール 川 の 水 系 で あ れ ば お よ そ水 の あ る と ころ

に は ど こに で もい る が,そ の一 方 で か れ らに はそ れ ぞ れ 固有 の領 分 が あ り,と くに川

の 深 い 淵 を そ の す み か と して い る。 か れ らに と って は水 が生 命 の糧 で あ り,女 の胎 の

中 の胎 児 と 同 じよ うに,働 く必 要 もな けれ ば,病 気 に苦 しむ こ と もな い。 また 水 の 中

の生 き物一 カバ や 海 牛,ワ ニ な どの水 生 動物 を は じめ,あ らゆ る魚 　 　は,す べ て

か れ らに属 して い る。

　 ニ ェネ に は人 間 と 同 じよ うに それ ぞ れ 名 前 が あ り,男 女 の別 や 長幼 の別 もあ る。 か

れ らは普 段 は人 の 目 に つ か な い と こ ろで 生 活 を して い るが,と きた ま人 の 目 にふ れ る

こ と もあ る。 そん な と き に はた いて い体 はぬ け る よ うに 白 く,髪 は長 く黒 く,と て も

きれ い な姿 を して 現 わ れ る。 この よ う に人 の 前 に姿 を 現 わ す の は,人 間 に何 らかの 予

兆 や秘 密 の知 識 を さず け る た めで あ る こ とが 多 い。

　 ニ ェネ は,多 くの ば あ い漁 民 を 保 護 し,魚 や 他 の 生 き物 を与 え て くれ る善 き存 在 で

あ る。 しか しな か に は舟 を しず め た り,人 を溺 れ させ た り,あ るい はカバ や ワニ を つ

か って人 を お そ わ せ た りす る もの もあ る。 ニ ェ ネ は と くに よ そ者 や禁 止 を犯 した者 に

10)ボ ゾ族 の 宗教 世 界 が紹 介 され た こ と は ほ とん どな く,わ ず か に[DIETERLEN　 1942;DAGET

　 1948,1956]に 断片 的 な記 述 があ るだ け で あ る 。 な お 「水 の精 霊 」 にか ん す る以 下 の 記 述 は,

　 ヌー村 の 「水 の主 」Sinari　 Tomota,ジ ャ フ ァ ラベ村 の 「水 の主 」Sumana　 Kouata,そ の他

　Brah童ma　 Talata,　 Bocari　Kouataら1こ よ る。
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とっ て危 険 な存 在 とな る。

　 こ う した もの が 「水 の 精霊 」 ニ ェネ に か ん す る ボ ゾ族 の観 念 で あ る。 か れ らに よれ

ば,こ の ニ ェ ネが す で にニ ジ ェー ル 川流 域 に住 ん で い た の で,あ と か らや って きた ボ

ゾ族 の 先 祖 は,川 沿 い の 土地 に住 み つ き,漁 を お こな うた め には,そ の 許 可 をえ る こ

とが 必 要 だ った 。 そ の 土 地 土 地 の 「水 の精 霊 」 か ら直 接 許 可 を も らった 者 が 初 代 の

「水 の主 」 で あ り,そ の 権 利 は子 孫 に受 け つ が れ て きた 。 その 一 族 の最 年 長 の 男性 が

「水 の主 」 と よば れ るほ か,そ の一 族 全 員 が他 か らノ ニ ャ ンnonyan(も っ と も古 い

人 間,先 住 の人 間 の 意)と よ ばれ,特 別 な 力 を もつ 存 在 とみ な され て い る。 ジ ャ フ ァ

ラベ村 で は ク ワタKouataの カ ホ が,ヌ ー村 で は トモ タTomotaの カ ホの 一 つ が,

それ にあ た って い る。

　 ボ ゾ族 の 先祖 が ど の よ うに して 「水 の精 霊 」 と交 渉 を もつ よ う にな り,ど の よ うに

して 「水 の主 」 と して認 め られ る よ う に な っ だの か 。 ジ ャ フ ァ ラベ村 の 「水 の主 」 ク

ワタ の カ ホ に つた わ る伝 承 は,つ ぎ の よ うに語 る。

伝承1(Mama　 Kwantaに よる)

　最初 に水の精霊 があ った。その名をガ ンガ レGangareと いう。かれはセウタ ドゥヌSeuta-

dunuの 急流 にあ って11),川 を上下 して くらしていた。 かれは川を さかのぼ って はマ ンデの

地Mand6に いた り,川 を下 ってはデポ湖D6boに いた った。あ る日,か れ はセ ウタ ドゥヌ

を離れ ることに した。

　その時期,内 陸三角州の ジャの町で は,金曜 日に町の東 にある コンボコ ンボKombo　 kombo

の沼で体 を洗 うことが禁止 されて いた。 クワタの一族の先 祖はジ ャに住み,農 業を生業 とし

ていた。ある日かれ は仕事 のあと,こ の約束事 を忘れて体を洗 うために沼にお りた。た ちま

ちかれの姿 は沼か ら消え,ガ ンガ レにみ ちびかれて ジャファラベの近 くに現 われた。水の精

霊の手で水 中にひ きこまれた者 は,水 の精霊 と特別な関係 を もつよ うになる。クワタの先祖

はこうしてジ ャフ ァラベの水 の主 にな ったのだ。

伝 承2(Mama　 Kominaに よ る)

　 最 初 に ニ ジ ェール 川 の ほ と りに住 み つ い た の は,グ ワ ・ク ヲ ンタで あ った 。 かれ は,現 在

の ジ ャ フ ァ ラベ の地 の 南 西 に あ る グ ワ とい うと こ ろ に住 ん で,犬 を つ れ て狩 をお こな って く
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

らしていた。あ る日かれは狩 に出かけ,犬 とい っしょにニジ ェール川を渡 った。かれはその
　　　　　

場 所 ま で や って きた 。 ジ ャカ川 に は じめ て水 が入 った の は,ち ょ う どこ の 日 だ った12)。

11)Seutadunuは マ リの首都バマ コの東約40　kmの ところにある急流の名で,ボ ゾ族の神話や

　伝承の中では特別 な位置を与え られてい る。

12)ジ ャフ ァラベ村の多 くの伝承は,過 去にはジャカ川が存在 しなか った と語 る。た とえばジ ャ

　 フ ァラベの語源を語 る伝承はつぎのよ うにい う。

　 　あ る日商人が この土地 にや って きた ところ,そ れまで水 のなか ったはず のところに川 がで き

　ているのを発見 した。 かれ は驚 きのあま りこう叫ん だ。ba　 farala　kaa　taa　Dia「 別れた川が

　Dia村 へ と流れてい く。」 これ以来 この土地はDiafa　raba,す なわ ち 「Dia村 へ行 く別れた川」

　 とよばれるようにな った(Bocari　Kwataに よる)。
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　 その場所 は水があま り多 くなか ったので,魚 を とるのは容易だ った。 グワ ・クヲンタは素

手で魚 をと らえは じめたが,ま もな くクワタの先 祖が水 中か ら顔を出 して,か れを詰問 した。

誰 の許 しをえて魚をと ってい るのか と,か れに尋ねたのだ った。「誰 にも」グ ワ ・ク ヲンタ は

答 えた。「魚を見 つけたか ら,と ってい るだけなんだ。」 しか しクワタの先祖 はその ことばを

許 そうとは しなか った。「この場所 は私の ものだ。だか ら,私 の魚をそんなふ うにとってはな

らない。」　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

　 クワタの先祖 は女であ り,サ ンデ イSandiと いう名 だった。彼女 はかれ にむか って,ジ ャ

の町の コンボコ ンボの沼か ら潜 った ところ,こ の場所に現われたのだとい った。彼女はさ ら

にジ ャの町に息子を1人 おいて きた ともい った。2人 はこう してお互いを知 った。 グワ ・ク

ヲ ンタは彼女 に,こ の場所にず っと住んで くれ るよ うに頼 んだ。

　 その後 しば らくして,ジ ャフ ァラベの西にあ るセネの町か ら一人の男 が馬 にの ってや って

きた。かれはセネ ・ハジ リS6n　6　Xadiriと い った。かれ はジャカ川 に水が流れて いるのを見

ると,そ れが自分の ものであると主張 した。 しか しグロ ・ク ヲンタは,か れにこう答えた。

「いいや,ほ ん とうの主人 は水 の中にい る。彼女 はジャか らや って きたのだ。」かれ らはたが

いに 自分 の意見を主張 してゆず らなか った。2人 のあいだの争いは,ジ ャの町に住む王の と

ころまで もち こまれた。 ジャの王はいろいろ と調べた結果,サ ンデ イ側の言い分 に分がある

ことを確 かめた。 こうしてジ ャカ川 はクワタとグワ ・クヲンタのものであることが公けに認

め られたのである。

　 2つ の伝承のうち,最 初のものは 「水の精霊」が 「水の主」を選んだことを,そ し

てつぎの伝承は,ク ワタの一族の先祖がまさに 「水の精霊」にほかならなかったこと

を一 グワ・クヲンタは彼女をさして 「水の中にいる」といっている　　物語ってい

る。いずれにせ よ,ク ワタの人間が 「水の主」の地位を主張するためには,そ の土地

の真の主人である 「水の精霊」 と特別な関係にあることが必要なのであり,ま たその

関係があるか らこそ他の人びとからも特別な存在として認め られているのである。

(2)　 「水 の主 」 と 「水 の娘 」

　 こうした 「水の主」と 「水の精霊」との密接な関係 は,神 話の時代に一度きり結ば

れたわけではなかった。「水の主」 は 「水の精霊」 の示 して くれた好意に答えるため

に,毎 年供犠 という形でお返 しをしなくてはな らないし,「水の精霊」 はその供犠 に

答えて保護 と繁栄を約束するのである。 「水の精霊」にたいするこの供犠は,「 水の

主」 のもっとも重要なつとめであるだけでな く,「水の主」 にしかできないものとさ

れている。

　「水の精霊」への供物として,ジ ャファラベ村の クワタの長は黒い牡山羊を捧げ,

ヌー村の トモタの 「水の主」は黒い牝牛を捧げることになっている。毎年減水のはじ

まる時期に,「水の精霊」のすみかとされる深い淵におもむいて,供 犠獣を殺 してその
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血 を水 中 に注 ぎ,肉 を もち帰 って一 族 で 分 けて 食 べ るの で あ る。 そ の さ らに くわ しい

内 容 につ い て,ヌ ー村 の 「水 の主 」 はつ ぎの よ う に説 明 す る。

　 「水 の 精霊 」 へ の 供 犠 は,3度 お こな わ れ る。 増 水 の前,減 水 の前,集 団漁 の前 で

あ る。 そ の 準備 と して,黒 い牛 と そ の乳,3つ の 瓜 を 用 意 す る。 ま ず瓜 を 臼 で つ き,

そ の な か に 乳 を注 い で混 ぜ る。 つ ぎ に これ を 日 に干 して乾 燥 させ る。 これ が乾 い た な

ら赤 い コ ー ラの実 を7つ 求 め,釜 につ いた焦 飯 を3つ か み分 用 意 して,全 部 を1つ の

器 の な か に い れて お く。 そ う して 水 曜 の 夜 まで 待 つ の だ 。

　 そ の夜 に な る と,あ らか じめ用 意 した 器 を も って川 の ほ と り に出 か け る。 こ こか ら

ク リコ ロ まで の,こ こか らデ ポ湖 ま で の水 の精 霊 に む か って,よ び か け るた め だ。 す

べ て の漁 師 に害 が お よぶ こと が な い よ う に,漁 が ゆ た か にな る よ う に,そ して一 年 が

良 い年 で あ る よ うに,よ び か け るの だ 。

マ イデ ィ　ム ッサ

イエー 　モ リ　スレイマナ13)

ここにおまえたちに捧げ る供物 がある。

東の精霊 よ,西 の精霊よ,

これをみんなのところに届けて くれ。

皆集ま って私たちを助けて くれるように,

皆集ま って すべての イス ラム教徒を助けて くれるように。

　この唱え事がすむと,用 意 したものをすべて水中に投げ入れる。神がすべての漁師

を保護 してくれ,こ の供犠がすんだなら,た とえよその漁師が漁場をあらした として

も精霊の気嫌をそこなうことのないように祈 りなが ら,そ うするのだ。 この供犠は,

ヌー村のまわりの漁場だけでなく,ニ ジェール川のあらゆる漁場のためである。 この

供儀がおこなわれたなら,た とえ遠 くのデポ湖でも,た とえもっと離れたガオの国で

も,漁 師はすべて保護されるだろう14)。

　 この供犠(な いし供物)の 説明は,い くつか興味深い点をふくんでいる。まず供犠

のおこなわれる時期であるが,「水の主」 によれば,増 水の前,減 水の前,そ して集

13)2つ の固有 名詞 と思われるこのよびかけが(イ ェーはボゾ語で 「そ して」 の意),「 水 の主」

　 によれば もっとも重要 とされる。 しか しそれが誰をさ しているのか は不明であ る。なお,ヌ ー

　村の付近の 「水 の精霊」の名はNumakanaとMailamaで あり,こ れで はない。

14)「 水の主」によれば黒い牝牛の供犠は今 日まで続 け られてい るが,そ れがお こなわれるのは特

　別の ときだけであ り,ふ だん はこの供物が捧げ られるだけである。「特別の日」が何 をさすのか

　 は明 らかではないが,ボ ゾ族 は牛を所有 しない ことを考え るな ら,牝 牛の供犠は牛牧民 フルベ

　族を含 めた全体的な危機 に際 して捧げ られ るのであろう。
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団漁の前とされる。ところでこの3つ

の時期は,私 たちがすでに見たように,

ニジェール川の漁民にとってもっとも

重要な時期である。増水期は魚の産卵

と生長に密接に結びついており,図8

に示されるように,増 水が多く,長 期

におよぶことが豊漁のための第一条件

である。また,減 水期は漁のもっとも

活発になる時期であり,漁 獲の点では

一年の ピークになる。そ して集団漁の

ばあいには,漁 としての重要性に加え

て,「 水の主」が主役になるという点

で大きな意味をもっている。

　先の説明でもう1つ 重要なことは,

供犠 がたん にヌー村近 くの 「水の精

霊」 にむかっておこなわれるのではな

図8　 ニ ジ ェー ル川 の最 高 水位 と加 工 漁 の輸 出量

　 最 高 水 位 の高 低 は,翌 年 の輸 出量 の大 小 と な っ

て あ らわ れ る 。(Op6ration　 peche　 h　 Mopti,

Laboratoire　 hydrologique　 a　Moptiの 各種 資 料

　 によ る)

く,ク リコロか らガオまで,約1500kmに およぶニジェール川の広 い流域にむかっ

ておこなわれるということである。 この流域はボゾ族の移動範囲にほぼ相当する。そ

の意味で,内 陸三角州の一地方でおこなわれるこの供犠 によって,ボ ゾ族漁民がその

活動領域の全体で保護されるだけでなく,そ の移動性そのものがいわば保障されてい

るのである。

　 こうして 「水の主」は,ボ ゾ族の漁のもっとも重要な時期 に3度 くり返 して漁民の

安全 と豊漁を祈願するのであるが,そ れもかれの一族だけでなく,す べての村びとの

ためにそうするのである。 「水の主」がこうした力をもっているのは,す でに見たよ

うに 「水の精霊」 と特別な関係にあるためであり,他 の人間よりも 「水の精霊」に近

い存在とされるためである。 いいかえるなら,「水の主」は 「水の精霊」 と他の人間

とのあいだの仲介者的な存在である。魚や水生動物の真の所有者であり,そ れゆえ漁

の善 し悪 しを左右することができると信 じられている 「水の精霊」 と,漁 によって し

か生活できない人びとのあいだの仲介者的な存在なのである。そうであるかぎり,す

べてのボゾ族漁民は,豊 漁をのぞみ,漁 の安全をねがうならば,「 水の主」と 「水の

精霊」を結ぶこの絆に依存 しな くてはな らないのである。

　 しかしながら,こ の 「水の主」をボゾ族の宗教世界の中心的聖職者とみな したので
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はま ち が い で あ ろ う。 た しか に か れ は その 出 自 に よ って他 の 人 間 よ り 「水 の精 霊 」 に

近 く,毎 年 の供 犠 に よ って 「水 の精 霊 」 との 絆 を更 新 して い る。 しか しか れ は,そ の

地 位 に つ くに あ た って い か な る儀 礼 もへ て いな い し,そ の 意 味 で ふ つ うの 人 間 の ま ま

に とど ま って お り,「 水 の 精 霊 」 との あ いだ に直 接 の 回 路 を もつ わ けで はな い 。 この

回路,聖 職 者 と よ ばれ る の に必 要 な この 回 路 を も ち,そ れ ゆ え ボ ゾ族 の 宗教 世 界 の 中

で決 定 的 な役 割 を は た して い る の は,「 水 の主 」 の一 族 の一 人 の女 性,「 水 の娘 」 とよ

ぶ の がふ さわ しい女 性 サ ンデ イSandiで あ る15)。

　 サ ンデ イ は多 くの ば あ い,夢 見 に よ って その 誕 生 が 告 げ られ る。 夢 の 中 に 「水 の精

霊 」 が あ らわ れ て,こ れ か ら生 まれ て くる子 供 の 姿 を 描 写 し,そ の 名 を与 え るの で あ

る。 そ の後 娘 の と き に,彼 女 は精 霊 に よ って 水 の 中 に 引 き こ まれ,そ こで しば ら く生

活 を お くる。 そ う して村 に も ど って くるの で あ る が,こ の 出来 事 に よ って 彼 女 は決定

的 に 「聖別 」 さ れ るの で あ る。 そ の後 も彼 女 は 「水 の 精霊 」 との 密 接 な交 流 を も ち続

け,し ば しば水 の 中 に よ ばれ て生 活 をす る。 陸 上 にあ って も彼 女 はた え ず 「水 の精 霊」

との会 話 を お こな って い る とい わ れ る16)。

　 この サ ンデ イが ボ ゾ族 全 体 の将 来 に か か わ る 出来 事 を予 告 し,ま た 過 去 の 事 件 に正

しい 解 釈 を 与 え る こ とが で き るの は,「 水 の 精霊 」 か ら直 接 その 知 識 が授 け られ るた

め で あ る。彼 女 は,疫 病 や 事故 な ど の不 幸 がせ ま っ て い る こと を人 び と に伝 え,そ れ

を避 け るた め に は ど うす べ きか を告 げ る。 彼 女 は さ らに子 供 た ち が危 険 な状 態 に あ る

こ と,そ して子 供 た ち の命 を守 ろ う と思 え ば何 を しな くて は な らな い か を人 び と に教

え る。 そ の ほ か に も,彼 女 は人 が溺 れ た り,水 生 動 物 が人 間 を襲 った り した と き,そ

の 真 の 理 由 を 明 らか にす る こ とが で きる。 これ らの 出来 事 は一 般 に 「水 の精 霊 」 の 怒

15)Dieterlenは この語を,バ ンバ ラ語 でいうsan　deh「 天の子」 にあた ると主張す るが[DIEn-

　 RLEN　 1959:125],こ の解釈は ジャファラベ村では受 けいれ られなか った。なお以下の記述 は,

　 ジャファラベ村 のMama　 Komina,　 Bocari　Kouata,　Mama　 Kwantaに よる。一方 ヌー村 では,

　 これ も 「水の主」の一族 か らSomataと よばれ る女があ らわれ,同 じよ うな役割 をはた して き

　 た。

16)以 上の説 明が,私 たちには理解 しがたい要素を含んでいるのは事実である。 しか し何人 もの

　 村び とにあたった限 りでは,い ずれ も同 じ答えが返 って きた。その意味でそれは,ボ ゾの人び

　 とが 「水 の娘」 サ ンデ イにつ いて いだいている集合表象であるというべ きだろう。 この表象に

　 したがえば,「水 の娘」は 「水 の精霊」とと もに水の底で時を過 ごす ことができるはずであ り,

　 またそ うで なければ 「水の娘」 たりえない というのであ る。

　　 しか し,か れ らの宗教的文脈 を離れて この観念を検討するな らば,そ れは私たちにい くつか

　 の間いを投げかける。「水の娘」が 「水の精霊」によばれて水 の底で生活をする という説明 は,

　 彼女の イニ シエーシ ョンのためには,彼 女が村か ら離れて(原 野などで)し ば らく生活する こ

　 との必要性を意 味 してい るのだろ うか。「水の娘 」は 「水の精霊」とのあいだに一種 の愚依を体

　 験 しているのだろうか。前者 の問いにたい して は今 のところ答 えはえ られていない。 また後者

　 についていえば,「水の娘」の憑依 が語 られ ることはない し,一 般 に愚依現象がボゾ族 の宗教体

　 系 の中ではたす役割 はきわめて小 さなもので しかない。筆者は滞在 中に一例に接 しただ けであ

　 り,し か もそのとき慧依者 は村外 からよばれ,調 査 の対象 とな った2つ の村 ではそのスペシャ
　 リス トは存在 しない。
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りによるとされるので,「水の精霊」からその理由を聞き出すのである。

　 サンデイはこのほかにも,多 くの儀礼にかげになり日向になりして参加 している。

しか しなが ら,彼 女のそうした活動が人びとの目にふれることはほとんどない。彼女

は多 くの禁止にかこまれており,そ の自由はいちじるしく制限されているためである。

彼女 は結婚をし,子 を もうけることができるが,そ の相手は原則として同 じ「水の主」

の一族である。彼女はつねに白い服をまとい,ほ とんど家の中で くらしている。家の

外 に出ることがないわけではないが,夕 方ないし夜であることが多 く,と くに村の外

に出ることはかたく禁 じられている。彼女の存在と,彼 女の特別な能力について村び

とはよく知 っているが,口 にすることはめったにない。彼女の名をよぶことさえはば

かられる状態にある。 とりわけ彼女にたいして不謹慎な行為 におよんだり,悪 しざま

にののしったりすることは決 してないが,そ うしたなら必ず急な不幸 におそわれるだ

ろうからである。

　「水の精霊」 と特別な関係にあるこのサンデイにたいし,村 びとは口には出さなく

ともつねに感謝の気持をいだいている。すでに見たように,集 団漁や簀立ての漁でと

れた魚のうち,も っとも大きなものは彼女 と 「水の主」に捧げられることになってい

たが,彼 女の取り分は 「水の主」よりずっと大 きいほどであった。そして彼女が死ぬ

と,つ ぎのサンデイが 「水の主」の一族の中から精霊によって選び出される。 しか し

彼女の墓はその後長 く村びとの祭祀の対象 となるのである。

(3)　 「水の主」 の権威 と漁業権

　 こうして 「水の娘」サンデイは,ボ ゾ族の宗教生活のなかできわめて重要な位置を

占めている。「水の主」との関係でいえば,サ ンデイこそが真の聖職者であり,「水の

主」 はその代理人ないし執行者 にすぎないといって も過言ではない。 しか し,た とえ

代理人にすぎないとしても,「水の主」 の役割を軽んじることはできない。 多 くの禁

止 にしたがわせ られている 「水の娘」にくらべて,「 水の主」はよほど自由であり,

その活動はエネルギッシュである。かれは現実の社会生活においては大 きな力と権威

をそなえているのである。

　「水の主」の権威 は,と くに漁の次元できわだっている。 「水の主」ジー トゥjii　tu

とは正確には 「水の所有者」の意味であり,漁 業権 と密接に結びつ く概念である。「水

の主」の一族は,ノ ニャンの ことばで示されるようにそれぞれの土地に最初に住みつ

くことによって,そ の土地と水域の真の所有者とされる 「水の精霊」か ら居住権と漁

業権をゆず りうけた。ジャファラベ村の近 くでは,村 を中心とした半径4kmほ どの
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範 囲 の水 域 で の 漁 業 権 は ク ワ タの 一 族 の もの とさ れ,ヌ ー村 の 近辺 で は、 ヌー村 か ら

東 隣 の コ ア村Koaに い た る10　 kmほ ど の水 域 の 権 利 は,「 水 の主 」 で あ る トモ タ の

一 族 の もの と され た
。

　 「水 の精 霊 」 か らゆず り うけ た この 権 利 は,分 割,譲 渡,相 続 が 可 能 で あ り,た と

え ば ク ワタ の 先 祖 は,ジ ャ フ ァ ラベ付 近 の水 域 の権 利 を あ とか らや って きた グ ワ ・ク

ヲ ンタ,ソ ンゴ レマ ・ク ヲ ンタ,ジ ェ ネ ポ,ク ワ ンタ な ど に分 け与 え た17)。 これ らの

一族 も,今 日で は 「水 の主 」 とよ ば れ,そ れ ぞ れ い くつ か の水 域 で の漁 業 権 を 占有 し

て い る。 ま た か れ らが ジ ャカ川 の入 口 で の2つ の簀 立 て漁 に お い て,ク ワタ の一 族 と

共 同 して 働 い て い た こ とは す で に見 た とお りで あ る。 しか し これ らの一 族 は 「水 の精

霊 」 との直 接 的 な絆 を もた な い の で,供 犠 を お こ な うこ と は で き な い。 その た め,た

だ 「水 の主 」 ジ ー トゥ とい った と きに は,供 犠 を お こな う権 利 を もつ 「水 の主 」 を さ

す の が ふ つ うで あ る。

　 フ ラ ンス の魚 類 学 者 ダ ジ ェが ジ ャフ ァラ ベ村 の 近 くで お こな った 詳 細 な研 究 が示 す

よ うに[DAGET　 1956:11-40],ニ ジ ェ ー ル川 と その 支 流,沼 や 氾 濫 原 の 全 域 の う ち,

漁 業 可 能 な場 所 に は一 つ 一 つ 名 前 がつ け られ,そ れ ぞ れ 特 定 の 「水 の 主 」 に 占有 され

て い る。 この権 利 は,分 割 や譲 渡 と ど う よ う貸 与 も可 能 で あ り,そ の ば あ い に は原則

と して とれ た魚 の1/3を 「水 の主 」 に支 払 うこ と に な って い る。 この 支 払 い は義 務 で

あ り,こ れ をお こ なわ な い人間 にた い して 「水 の 主 」 は漁 場 か ら追 放 す る こ とが で き

る。 しか もか れ は,そ の 漁 場 で 用 い られ る漁 具 につ いて も 口を 出 す こ とが で き る。

　 と こ ろが こ う した 「水 の 主 」 の 権 利 も,集 団 漁 の と きだ け は制 限 され る。 集 団漁 は

み な に開 か れ た 漁 だ か らで あ り,そ の 際 とれ た魚 は各 自が 自由 に処 分 す る こ とが で き

る。 と はい って も,集 団 漁 の 日取 りを きめ るの は や は り 「水 の主 」 で あ る し,集 団 漁

の 前 の 一定 期 間 漁 を禁 止 し,そ の た め の見 張 りを た て る の もか れ で あ る。 集 団漁 に先

立 って 供 犠 を お こな うの も,開 始 の合 図 を下 す の もか れ の役 目 で あ る。 そ の ほ か 「水

の主 」 は,漁 に か ん す る争 い事 が発 生 した と きに は 調停 を お こな う し,2つ の漁 場 の

あ い だ で 問題 が発 生 した と きに は 「水 の主 」 ど う しで 話 し合 うこ と に な って い る。

　 さ らに,ジ ャ フ ァ ラベ 村 の ク ワタ や ヌー村 の トモ タ の よ う に,「 水 の精 霊 」 と密接

な関 係 に あ る 「水 の主 」 の ば あ い に は,そ の権 威 は個 々の 漁 場 の 範 囲 を こえ て,村 の

社 会 生 活 の 全 体 にお よん で い る。 ボ ゾ族 の 村 々で は,さ ま ざ まな 話 し合 い や,一 族 の

枠 を こえ た も め事 の 調 停 は,村 の成 人 男 子 全 員 が 出席 す る集 会(ト ンton)で お こな

17)漁 業権 の譲渡 はとくに娘 の婚 出の さいにおこなわれた。また過去には殺人な どの重大事件 が

　発生 したときに,そ の賠償 と して支払 われ たこともあ った。
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われることになっているが,そ の トンを主催するのはこれ らの 「水の主」であり,最

後の決定を下すのもかれ らである。もしこれらの 「水の主」が承諾 しなければ,た と

え他の全員の意見が一致 したとしてもトンの決定 とすることはできないといわれるほ

どである。

　 そのほかに,こ れ らの 「水の主」は,新 しい村長が誕生するときに象徴的にその任

命をおこなうことになっていた。元来ニジェール川流域のボゾ族の村々には,村 長の

制度は存在 しなかった。 しかし植民地支配の時代に,支 配を容易にする目的でときの

行政府の手でこの制度が導入された。 これにたいし,「水の精霊」 との神秘的な靱帯

に権威の基礎をおく 「水の主」は,植 民地政府の権威 に属することになるこの地位を

受けいれることをしなかった。そのため村長の地位は,多 くの村で第三者の手にゆだ

ねられた。 ヌー村の 「水の主」 の表現を借 りるなら,「よそから来た知恵のまわる男

に村長の地位が与え られた」のである。 しか しこうして任命された村長は,植 民地政

府 といううしろだてはもっていても,村 の中に基盤をもってはいなかった18)。そこで

「水の主」の手による象徴的な任命が,か れらの権威を村の中に根づかせるために必

要だったのである。

　 こうして 「水の主」の権威は,漁 の次元をはじめとして,ボ ゾ族の社会生活,経 済

生活の全体におよんでいたのである。 もっとも,た だ権威といったのでは不十分だろ

う。漁にかんするかれの力は絶対的なものであり,漁 に生活の基盤をお くボゾ族社会

においては,経 済的にも他にひいでた力をもつことができたからである。「水の主」は

その漁場を貸与することで大 きな収入をえることができた し,と くにジャファラベ村

では,「すべての村びとを養 うことができる」とさえいわれたジャニャとターの簀立て

漁 において,と れた魚のうちもっとも大きなものは 「水の主」と 「水の娘」に捧げら

れてきた。 しかも 「水の主」は 「水の娘」をつうじて 「水の精霊」と深 く結びつき,

この絆をもたない他の人びとにたいして必要とあ らば威圧的に臨むこともできた。

「水の主」はボゾ族の宗教生活,社 会生活,そ して経済生活の全般にわたって,力 と

権威の2つ をそなえていたのである。

(4)変 化 宗教の次元で

ところがこうした 「水の主」の力と権威 は,マ リ共和国の独立の前後からの急激な

18)植 民地時代に内陸三角州各地 のボゾの村 で調査をお こな ったDagetは,村 長 が多 くのばあい

　植民地行政府の出先機関 と,「水の主 」に主 導される村会tonと の 「単なる仲介者 にす ぎない」

　 と言 明 している[DAGET　 1956:51]。
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変化によって,根 底から揺 さぶられることになった。漁の次元で,新 たな漁具の導入

がボゾ族の社会 に個人主義的傾向をうながし,「 水の主」 の主要な経済的基盤であっ

た2つ の簀立て漁を廃止するにいたらせたこと はす で に見 た。 しかしこの問題より

「水の主」にとっておそらく一層重大な問題は,漁 業権の次元で生 じたそれである。

1960年 に現在のマリ共和国が独立すると,新 しい政府は社会主義政策を採用 し,た だ

ちに国土と水域の国有化を宣言 したのである。

　 この国有化の宣言は 「水の主」の制度を根底からくつがえそうとするものであり,

旧来の制度に慣れた人びとにとってはとうてい受けいれられるものではなかった。 し

かし新政府は,こ の方針を徹底させるために各地に役人を派遣 し,教 宣につとめた。

それにたいしボゾ族の多 くの村々では抗議の声があがったが,な かでもジャファラベ

村の反対はもっとも大 きいものであった。 この村の 「水の主」クワタの一族をはじめ,

ジェネポ,ク ヲンタなど,第 一地区に住む主要な一族は団結 してその政策に抵抗 した

のである。

　説得が不可能 と見た新政府は,つ いにジャファラベ村の主だった17人 を,当 時の県

庁のおかれていたケ ・マシナ村K6-Macinaに 拘引するにし・たった19)。かれらは何 日

も飲まず食わずの状態に放置されたあげく,炎 天下のもとで強制労働にかり出され,

とうとうそのうちの1人 が疲労のために頭上の重荷を支えきれず,首 の骨を折って死

亡するという事件がおこった。拘引されていた他のメンバーはこの事件に抗議 したが,

行政府側はそれを単なる事故死 として処理 しようとした。裁判がもたれたが真相を明

らかにすることはできず,事 件は結局 うやむやのうちにほうむられたのである。

　 この事件は,一 口でいって 「水の主」の側の全面的敗北 としておわった。以後ジャフ

ァラベ村では「水の主」は漁場の占有権を主張することはできず,村外の漁師がその水

域での漁を望むときには,政 府直属の地方首長を頭 とする委員会によって話し合われ

ることになった20》。「水の主」は,極 端ないい方をすれば,自 分の目の前で他者が勝手

に漁をおこなったとして も,そ れを直接妨げる手段をうばわれて しまったのである21)。

19)こ の話は,事 件 の当事者の一人で,K6・Macinaに 拘留 もされたs6kou　 Jenepoに よる。 こ

　 の事件にかんする行政府側の資料はすで に失なわれ,入 手で きなか った。

20)こ の委員会はジ ャフ ァラベ村の3つ の地区か ら選 出され た各2名 の代表 か ら構成 されて いる

　が,「水 の主」 の一族 とその支持者 は今 日までそこか ら排除されている。
21)ヌ ー村 において は,こ れ らの変化 はジャフ ァラベ村 ほどは急激で はなか った。ヌー村 には政

　府の機関がな く,政 府の圧力が弱 か った ことに加え,こ の村の漁民 は18世 紀のバ ンバ ラ王国 と

　ユ9世紀後半の トゥクル ール王国Toucouleurの 支配を受けて,2度 にわた って村 全体 の規模で

　 の移住を経験 してお り,そ の結果漁業権 とはあまり関係ない形での漁がお こなわれるようにな
　 っていたためである。

　 　なお水域の国有化の試みは,1968年 にマ リの初代大統領Modibo　 Keitaの 失墜 とともに中断

　 されて,今 日にいた っている。それまでに国有化が進行 したのはバマ コか らモプチまでのニ ジ

　 ェール川本流 だけであ り,他 の水域の漁業権 は旧来の制度のままであ る。
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　 　　　 　　　　 　　図9　 ジ ャファラベ村 の 「水の主 」の系譜

△1が 現在の 「水 の主」である。 ●-1が 先代 の 「水の娘」 サ ンデ イであ り,そ の孫にサ

ンデ イと呼ばれる娘がい るが,そ の誕生にさい して夢見 があ ったとい う話 は伝わ っていな

い。サ ンデ イを必要 とする場 と論理が,今 のボゾ族の社会 か ら失われて しま った とい うべ

きであろ う。

　 こうした出来事が村内の漁民のあいだに 「水の主」の権威からの離脱をうながす契

機 となったであろうことは,想 像にかたくない。すでに大量の新たな漁具の導入によ

って,「 水の主」 を中心とした伝統的な漁法に したがうより,新 しい漁具をいち早 く

とりいれることの方が漁獲をのばすためには有利なことが感 じは じめられていた。そ

のうえに今度は漁業権 という,元 来 「水の主」に固有とされ,神 聖視されていた権利

における全面的敗北だったのである。

　 もっともこの出来事は,第 三者より,当 のクワタの一族 にこそ重大な衝撃を与えた

であろう。かれらの権威と力の根拠であった 「水の精霊」との神秘的紐帯も,中 央政

府の圧力の前には無力であることが露呈されたか らである。 「水の主」 は,そ れまで

かれの手中にあった宗教的権威 と,社 会的 ・経済的力の両方がどうじに崩れていくの

を感 じたにちがいない。崩壊 した経験を再統合 し,か れらの権威を新 しく立て直すた

めの何 らかの試みが是非 とも必要であった。

　図9に 示 されるクワタの一族の系譜のうち,先 の事件の当時 「水の主」は▲-2で あ

った。1967年 にかれが死ぬと,▲-1が そのあとをついで新 しい 「水の主」になった。

この新 しい 「水の主」は,体 があまり頑健ではなかったこともあって,そ れまで漁よ

りむ しろ加工魚を売 ることで生計をたてていた。そうした点で,か れは 「水の精霊」

との絆をそれまでの 「水の主」ほど強くは感 じていなか ったのだろう。新 しい 「水の

主」 はその地位 につくとすぐ,こ れまで 「水の主」がおこなってきた 「水の精霊」へ

の供犠を廃することを宣言 した。「水の精霊」への流血の供犠は,唯 一神アラー以外

の存在を崇拝することを禁ずるイスラムの教えに反するというのがその理由であった。

　 この宣言 は村中に大 きな波紋を投げかけないではなかった。これまでボゾ族の漁を

支えてきた 「水の精霊」 との絆を,た ち切ることになるか らである。少数のイスラム
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導師はこれを歓迎 したが,大 多数のボゾ族漁民はこれを受けいれようとしなかった。

村中で話 し合いがもたれたあげく,「 水の主」の一族では傍系の △5が かわりに供犠

を続けることになった。すでにイスラムに傾斜 していた他のクワタの長老たち　　現

在の 「水の主」である△1,ジ ャファラベ村の第一地区のモスクの鍵をあずかる△2,

中央モスクの鍵をあずかる△3,イ スラム導師として名高い△4-一一は,い ずれも 「水

の精霊」への供犠を継続することを拒否 したのである。

　「水の主」の一族が,そ れまでのかれの権威のもとであった 「水の精霊」 との神秘

的紐帯をたち切る覚悟まで してイスラムに傾斜 したことは,「 改宗」 とよぶにふさわ

しいものであろう。ところでこの 「改宗」は,歴 史主義的な観点にたてば,数 世紀来

西アフリカで影響をましていたイスラムの拡大の一例 にすぎないであろうし,機 能主

義的な宗教理解によれば,旧 来の宗教世界にとどまっていては自己の権威を維持する

ことのできな くなった 「水の主」が,別 な原理にその権威の合法化の手段を求めたと

いうことになるだろう。これ らの解釈は,た しかにまちがったものではない。 しか し

それがかれ らの 「改宗」の原因と結果をすべて説明 しているかということになると,

問題は別である。

　筆者はすでに別の箇所で,西 アフリカにおけるイスラムの浸透をたんに歴史的事件

を追 うかたちであとづけるのではな く,そ こに論理的および社会的要因を求めること

の必要性をのべておいた[竹 沢　1988b]。 また機能主義的な宗教理解についていえば,

それはあまりに単純すぎて,も はや今日では有効なものとはいえないことは明 らかで

ある。機能主義的な宗教解釈にたいする批判はつぎの箇所でおこなうことにして,そ

の前に,私 たちがこれまで伝統 と変化 という枠内で とらえて きたボゾ族の宗教世界に

おいて,伝 統的 とい って きた ものが じつはすでに変化をふ くんでいたと思われる点に

ついてふれておきたい。

(5)　 2つ の タイプ の 「水 の主」

　 図10を 見 て い た だ きた い。 この 図 は フ ラ ンス の魚 類 学 者 ダ ジ ェが植 民 地 時 代 に残 し

た,ジ ャ フ ァ ラベ村 付 近 の詳 細 な漁 業 権 の分 布 を も とに作 製 した もの で あ る。 これ を

見 る と,現 在 の ジ ャ フ ァ ラベ村 の 「水 の主 」 で あ る ク ワタ の漁 業 権 が,図 左 上 の フ ァ

マ ンタFamentaと 図 右 下 の ク ヲ ンタKWontaの 漁 業 水 域 の あ い だ に割 り込 む か た ち

で入 って い る こ とが わ か る。 この こ とが 意味 して い るの は何 だ ろ うか。

　 私 た ち は これ まで ボ ゾ族 の宗 教 世 界 を,ク ワタ の 「水 の主 」 を 中心 に記 述 して きた 。

しか しこの 図 は,過 去 に 「水 の主 」 の 勢 力 範 囲 を め ぐ って何 らか の重 大 な 出来 事 が生
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図10　 ジ ャフ ァラベ村近辺の漁業権

じた こ とを示 唆 して い る よ うで あ る。 と ころで,図10に あ らわ れ る3つ の 「水 の主 」

の 一族 の うち,フ ァ マ ンタ と ク ヲ ンタ は過 去 に は それ ぞ れ ソ ンゴ レマ ホ ーSongolema

xoと ニ ャ ンボ ーNyamboOに 住 み,そ の 近 辺 の 水 域 の 漁 業権 を独 占 して い た。 と こ

ろ が今 日で は ニ ジ ェー ル川 流 域 の 乾 燥 化 が 進 ん だ こ と もあ って,か れ らに属 す る水 域

は ほ とん ど使 い もの に な らず,か れ らは故 郷 の村 を捨 て て ジ ャフ ァ ラベ村 等 に移 り住

ん で い る。 か れ らの生 活 は今 日で は他 の 漁 民 よ り貧 しい く らい で あ り,「 水 の 精 霊 」

へ の供 犠 もす で に廃 止 され て い る。 また 残 念 な こ と に,急 激 な変 化 を味 わ ったか れ ら

の もとで は過 去 の伝 承 も良 く伝 え られ て い な い。

　 た だ そ の乏 しい伝 承 をつ な ぎ合 わ せ て い く と,い くつ か の こ とが わ か って くる。 か

れ らの 先 祖 は いず れ も2つ の 村 の 「穴 に住 ん で い た」 とさ れ るが,こ の表 現 は土 地 で

もっ と も古 い一 族 を示 す 慣 用 句 と して ボ ゾ族 の各 地 に見 られ る もの で あ る。 また その

こ と は,ク ワ タの 先 祖 が ジ ャの 町 か ら きた と称 して い る こと と対 照 を な して い る。 ま

た か れ らが 「水 の 精霊 」 に供犠 を お こな った の は氾 濫 域 中 の水 路 で あ り(図10にSで

示 され て い る),そ の 漁業 権 も氾 濫 域 に 限 られ て い る(図10で は フ ァマ ンタの 漁 業 権

が ニ ジ ェ ール川 本 流 を含 ん で い るが,こ の部 分 は ジェ ンネ か らきた ジ ェ ネ ポの 一 族 に

譲 られ て い る)。 これ にた い し,ク ワタ の漁 業 権 は ニ ジ ェ ール 川 と その 支 流 ジ ャカ 川

を 中 心 と し,し か も 「水 の精 霊 」 が ニ ジ ェー ル川 に棲 ん で い る と信 じ られ て い るた め,

供 犠 も直 接 本 流 にむ か って お こな われ て い るの で あ る。

　 同 じこ と は ヌー村 に つ い て もい え る。 この 村 で もっ と も古 い一 族 で あ る ノニ ャ ン ・
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トモ タ(「 土 着 の トモ タ」 の意)の 先 祖 は 「穴 に住 ん で いた 」 と され,そ の漁 業 権 は

氾濫 域 中 の水 路 と沼 に広 が り,供 犠 も聖 な る沼 で あ る ヌ ー シエ ンNouh　 siさn(「 ヌ ー

の漁 」 の 意)に 捧 げ られ て い る。 これ にた い し,「 水 の 主 」 トモ タ の一 族 は ク ワタ と

同 じよ うに ジ ャの町 か らき た とい う伝 承 を も ち,ヌ ー村 か ら東 隣 りの コア村 に いた る

10kmあ ま りの ニ ジ ェ ー ル川 本 流 の 漁 業 権 を有 して い る。 また そ の 供 犠 も,「 水 の精

霊 」 が ニ ジ ェ ー ル川 に棲 ん で い る と信 じられ て い るた め,本 流 にむ か って直 接 お こな

わ れ るの で あ る。

　 以 上 の 点 か ら,一 口 に 「水 の主 」 とい って も2つ の タ イ プ が存 在 す る こ とが理 解 さ

れ る。1つ は も っ と も古 い タ イプ の 「水 の主 」 で,そ の漁 業 権 は氾 濫 域 に限 られ,供

犠 も氾 濫 域 中 の水 路 や 沼 に捧 げ られ て い る(た)。 か れ らに結 びつ く 「水 の精 霊 」 が そ

こに棲 む と信 じられ て い るた めで あ る。 これ にた い し,も う1つ の タ イ プの 「水 の主 」

は他 所,と くに ジ ャ村 か ら きた と称 す る もの で,供 犠 はニ ジ ェー ル川 本 流 に む か って

お こな わ れ,漁 業 権 も本 流 や支 流 を 中心 に して い る。

　 こ う した 事 実 の 確認 は,む しろ あ らた な 問 い を私 た ち に投 げ か け る。 他 所 か らきた

かれ らが な ぜ 「水 の 主 」 にな りえ た の だ ろ うか。 そ して かれ らは なぜ つ ね に ジ ャ村 か

らきた と 伝 え て い る の だ ろ うか。 漁 にか ん して ダ ジ ェ は2つ の 伝 承 を 採 録 して い る

が,こ れ は筆 者 によ って も確 認 され た。1つ は,先 に見 た ジ ャニ ャ と タ ーの2つ の簀

立 て につ いて の 伝承 で あ り,ク ワタ が そ の建 設 に協 力 しな い とそれ らは水 流 に押 し流

され て しま うと い う[DAGET　 l948:32--33]。 も う1つ の伝 承 は,フ ァマ ンタか ら

ニ ジ ェ ー ル川 の本 流 部 分 の 漁 業 権 を譲 り うけ た ジ ェネ ポ に つ い て で あ り,か れ らの

先 祖 は ジ ェ ンネの 近 くか ら 「太 鼓 と鉄 砲 と網 を も って や って きた」 と い う の で あ る

[DAGET　 1956:59]。

　 以 上 の事 実 や 伝 承 か ら推 測 され る こ と は,つ ぎの こ とで あ る。 古 い タ イ プ の 「水 の

主 」 の一 族 は氾 濫 域 や 沼 で の漁 にの み 従 事 して お り,そ の た め か れ らが 供犠 を捧 げ た

「水 の精 霊 」 もニ ジ ェ ール 川 本 流 で はな く,氾 濫域 に棲 む と信 じ られ て い た。 第1部

で見 た よ うに,ボ ゾ族 の 用 い る漁 具 の う ち も っ と も古 い とさ れ る もの は モ リや笙 の類

で あ り,こ れ は沼 や 氾 濫 域 で の 漁 に こそ適 した もの で あ った。 これ に た い し,こ の よ

うな原 始 的 な漁 に従 事 して いた ボ ゾ族 の 集 団 に,新 し くニ ジ ェ ー ル川 本 流 で の 漁 を 可

能 にす る漁 具,と くに川 をせ き止 め るた め の大 型 の簀 立 て の技 術 と,綿 糸 を用 いた 網

を もっ た集 団 がつ け加 わ る こ とで,ニ ジ ェー ル川 流 域 の ボ ゾ族 の村 々 は形 成 され た の

で あ ろ う。 新 し くや って きた 集 団 が,い ず れ も ジ ャや ジ ェ ンネ とい った 西 ア フ リカ の

交 易 の セ ンタ ー か らきた と称 して い るの は,そ の た め と思 わ れ る。 そ して これ らの 新
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しい技術をもった集団は,そ れまで未開発に残されていたニジェール川本流での漁を

はじめるとどうじにその漁業権を獲得 し,そ の結果かれ らが祭祀をささげる 「水の精

霊」の棲家もニジェール川の本流に定められたのであろう。

　 ところでこうした氾濫域からニジェール川へという変化は,漁 の次元の変化である

とどうじに,お そ らくボゾ族の生活空間および宗教空間の変化でもあった。氾濫域で

の漁はそれほど広範囲の移動を必要 とせず,ま た昼間のみおこなわれるものである。

それゆえ氾濫域での漁だけをおこなっていたこの時期,か れ らの活動の範囲は時聞的

にも空間的にも限られていたと思われる。こうした生活空間の限定の名残りは今 日ま

で残 っており,人 びとの意識において村の内と外は峻別され,質 の異なる2つ の空間

としてとらえられている。ジャファラベ村でいうと,村 の東と北は約lkmの ところ

が境界にあたり,そ の外側は人間ではなく,精 霊のための領域とされる。それはジニ

jini,シ エタニsietani,ワ クラwakula22)と いった,人 間に害をなす危険な存在の

祓屋する領域であるため,か れ らは災厄が生 じるのを恐れて,日 が暮れるとその外に

けっして出ようとはしない。

　 これにたいし,水 中や水上は 「水の精霊」に保護された安全な領域であり,空 間的

にも時間的にもいかなる境界も存在 しない。陸上であれば危険であるはずの夜も漁は

続けられ,と くにニジェール川本流での潜水漁は午後からはじめられ,翌 朝まで続け

られるのがふつ うである。 また空間的にもかれ らは境界をもたず,数km,数 十km

はなれた漁場まで月明りを頼りに移動することもまったく平気である。

　陸上における空間と時間の限定が示すように,か れらの生活と宗教の空間はがん ら

い限定された,い いかえるなら 「閉ざされた」 ものであったと思われる。氾濫域に棲

むとされる 「水の精霊」の保護の範囲はニジェール川までおよぶ ことはなく,一 定の

範囲にとどまっていたためである。これにたいし,そ の後漁を中心としたかれ らの生

活様式が改変されるにつれ,水 上にかんしては空間は境界を失い,よ り 「開かれた」

ものになっていった。そ してそれを保障していたのが,ニ ジェール川本流に棲み,自

由にニジェール川を上下するとされる 「水の精霊」の信仰なのである。

　よそから移動を してきた新 しい 「水の主」にとって,移 動のできる 「水の精霊」と

いう宗教的観念の成立は不可欠であった。そしてその観念が成立 したことによって,

22)ジ ニはイスラムの ジンであ り,人 に狂 気をもた らす力をもつ ことか らもっとも恐れ られる存

　在である。 シエタニ も同 じく荒野に棲む精霊であ り,ふ だんはその姿は見 えないが,と きに人　,

　問の前に姿をあ らわ し,狂 気,病 気な どの災 いを もた らすとされ る。 ワクラは河童のよ うな存

　在である。体 は小 さいが相撲が好 きで,人 間を見る と挑んで くる。負 けず嫌 いのため勝つ まで

　やめよ うとはせず,も し人間が負ける と大怪我をする危険 があ る。それゆえその姿を見 た ら相

　手にな らず,一 目散に逃 げるのがよい。
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かれ らは ニ ジ ェ ール川 本 流 で の漁 が可 能 に な った だ けで な く,村 の水 域 の外 側 の,数

百kmは な れ た 漁場 で の漁 もで きる よ うに な った の で あ った 。

皿.考 察

　私たちはこれまでボゾ族の宗教世界 とその変容を,か れ らの生活を支える漁の形態

と関連させながら論 じてきた。私たちの解釈が正 しいとすれば,か れ らの宗教世界は

つぎの3つ の段階をへて変容 してきたことになる。

　第1期.「 水の精霊」 を中心とした宗教世界の 「閉ざされた」段階。 漁は笙やモ リ

といったもっとも 「原始的な」漁具を用いながら,氾 濫域でのみおこなわれている。

それに対応 して,か れ らの信仰する 「水の精霊」 も氾濫域に棲むと信 じられ,供 犠は

氾濫域中の水路や沼に捧げ られる。 「水の精霊」 の与える保護は一定の範囲に限 られ

ており,漁 民の移動は頻繁ではない。

　第2期.「 水の精霊」 を中心 とした宗教世界のより 「開かれた」段階。ニジェール

川本支流での漁を可能にする新 しい漁具をもった集団の到来 とともに,本 支流での漁

が活発になる。それとともに 「水の精霊」の棲家はニジェール川本流に移され,供 儀

もそこでおこなわれるようになる。水上および水中にかん しては境界はなくなり,漁

民の移動はきわめて活発 になる。

　第3期.イ スラムへの 「改宗」の段階。近代的な漁具の導入 と,政 府の圧力による

漁業権の制度の変更によって,ボ ゾ族漁民の生活様式は根底か らくつがえされる。「水

の主」はもはや 「水の精霊」との絆を維持することはできず,み ずからそれを断ち切

る形でイスラムに傾斜 していく23)。

23)こ の3つ の段階 のあいだの移行 はいつ頃なされたのだろ うか。

　 　最初の移行の時期については,2つ の村 に残 る伝承が参考になる。 ジェネポの先祖 はジャフ

　 ァラベの村 に 「鉄砲 と太鼓を もって きた」 といわれ るが,鉄 砲の西 アフ リカへの導入 は,1591

　年の モロッコ軍 によるガオ帝国の壊滅以降 とい うのがこれまでの 通 説 で あ る。 またヌー村 の

　 「水の主」は,今 か ら12世代前 の先祖が ジャの町か ら移住 して きたと伝えてお り,1世 代を30

　年 と して計算すれ ば360年 以前 ということになる。新 しいタイプの 「水の主」 の移住の時期 を

　17世紀 頃 と考 えるのが,ま ず順 当なところであろ う。

　 　一方 ボゾ族におけるイス ラム化 についていえば,ジ ャや ジェンネとい った内陸三角州のイス

　 ラムと交易のセ ンターの建設 が10世 紀頃までさか の ぼ る の は事実であ る[竹 沢 　1988b:21-

　23]。 ただ漁民集団への浸透 は比較的後世 のことと思われ,2つ の村の伝承 はそれを19世 紀 後

　半 の トゥクレールの支配に求めて いる。実際 「水 の主」の継譜をたどってい くと,現 在の 「水

　 の主」 と同 じ世代 の男た ちはいず れもイス ラム名を もつのにたい し,そ れ以前 にはイス ラム名

　 は現われて こない。それゆえ,ボ ゾ族の漁民のあいだでの イス ラム化が19世 紀後半(お そ らく

　末期)に 開始 されたこと,し か しそれはご く近年 まで 「水の精霊」 の信仰 と並存 して きた こと

　 が推測されるのであ る。
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　 こ う した ボ ゾ族 の宗 教 世 界 の変 遷 をふ まえ て,私 た ち は何 を い う こ とが で きる だ ろ

うか。 一 時期 ア フ リカ の宗 教 体 系 の 研 究 に も っ と も有 効 で あ る と信 じ られ て いた 機 能

主 義 的 な考 え方 に よれ ば,宗 教 体 系 は社 会 の基 本構 造 と密 接 に結 び つ いて お り,と く

に政 治組 織 の未 発 達 な社 会 にお いて,社 会 の統 一 と維 持 に不 可 欠 の役 割 を はた す と さ

れ た[FoRTEs　 and　 EvANs・PRITcHARD　 l940:17-20]。 宗 教 が いか に して そ の よ

うな役 割 をは た す か につ い て は研 究 者 によ って解 釈 が異 な って い るが,た とえ ば ミ ド

ル トンは 中央 ア フ リカの ル グバ ラ族 の宗 教 を権 威 の 「合 法 化 」 の 手 段 と み な し た し

[MIDDLEToN　 l960:40-78]・ フ ォ ーテ ス は タ レ ン 叱族 の宗 教 を社 会 構 造 の 「投 影 」

と[FoRTEs　 1959:16-33],ビ ー テ ィや モ ニ カ ・ウ ィル ソ ン は宗 教 儀 礼 を社 会 構 造

や 価 値 の 「表 現 」 と[BEATTIE　 l966:60-67;WILsoN　 l957:222--229],そ して グ

ラ ックマ ンは社 会 的危 機 を外 に押 し出 す た めの 「安全 弁 」 と解 釈 す る こ とで[GLUCK-

MAN　 l　963:18-23],宗 教 儀 礼 が社 会 の統 一 と維 持 に大 き く寄 与 す る と した。

　 ボ ゾ族 にお い て も,宗 教体 系 が社 会 的 な役 割 を は た して い るの は事 実 で あ る。 「水

の 主 」 は,ボ ゾ族 の宗 教 世 界 の 中 で支 配 的 な 役 割 を はた す と ど う じ に,社 会 的 に も重

要 な 位 置 を 占 め て お り,親 族 集団 ご とに(今 日 で は親 族 集 団 の 内 部 で も)分 裂 的 な傾

向 を もつ この 社 会 に凝 縮 力 を与 え るの に一 定 の役 割 を は た して きた 。 た だ機 能主 義者

が い うよ うに,宗 教 体 系 の主 な役 割 が こ う した 社 会 的機 能 の 実 現 にあ るか とい う こ と

にな る と,は な は だ疑 問 で あ る。 こ う した視 点 で は,私 た ちが これ まで検 討 して きた
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ボゾ族の宗教世界の本質的特徴をとらえることができないばかりか,そ の変容 もうま

く説明することができないからである。この2つ の点のうち,ま ず第1点 について見

ておきたい。

　ボゾ族の宗教世界は,こ れまで見てきたように,社 会の基本的枠組みより,ま ず も

ってかれらの生業である漁と密接に結びついて成立 していた。そうであれば,こ うし

た事実を説明しうる新 しい分析の枠組みが必要にな るであ ろ う。筆者は別の箇所で

[竹沢　 1987a],ボ ゾ族に隣接する農耕民社会であるドゴン族の宗教体系をとりあげ

ながら,1つ の新 しい分析の枠組みを提唱 した。それによれば,住 業 との関係に重点

をおいたとき,こ の社会でおこなわれる宗教行為 は2つ に分類することができる。1

つは,雨 期の到来や豊饒 といった好ましい事態に先行 し,そ れを先取 りす るかたちで

おこなわれるもので,先 行儀礼と称することができる。 もう1つ は,ひ でりや不作 と

いった好ましくない出来事が生 じたときに,そ れを修復する目的でおこなわれるもの

で,遡 及儀礼とよべるものである。この社会では,生 業に結びつく宗教行為はこの2

種類の儀礼のいずれかに分類することができるし,ま たこの2種 類の儀礼が相補的に
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組みあわされて一つの緊密な体系を構成す ることによって,人 間と自然とのあいだに

生 じるあらゆる出来事がその中に包括されることができるのである。つまり,雨 期の

到来や豊作 といった人びとの願望す る出来事はすでに先行儀礼のうちに先取りされて

いるのであり,万 一ひでりや不作 といった 「不測の」出来事が生 じたとしても,原 則

として遡及儀礼によって修復されるからである[竹沢　 1987a:79L231]。

　以上のような宗教儀礼の分析の枠組みは,ボ ゾ族の宗教世界の理解のためにも有効

であるように思われる。「水の主」や 「水の娘」 がおこなう宗教行為のうち,先 行儀

礼に相当するのはとりわけ 「水の精霊」への3度 の供犠であろう。増水期の前,減 水

期の前,そ して集団漁の直前という,か れらの漁にとってもっとも重大な3つ の契機

にさいして,「 水の主」 は 「水の精霊」への供犠をおこなう。 しかも豊漁と漁師の安

全を先取りする形でおこなうのである(「この供犠がおこなわれたなら……漁師はすべ

て保護されるだろう」)。そのほかでは,「 水の精霊」との直接の絆 によって村びとを

襲 う危険を予知 し,そ れを避けるためには何をなすべきかを知らせ る 「水の娘」の行

為 も,先 行儀礼のカテゴ リーにいれるべきであろう24)。漁の危険を避け,豊 漁を先取

りする形でおこなわれるこれ らの宗教行為 によって,は じめて人びとは安心 して水に

入 り,漁 に専念することができるようになるのである。

　一方遡及儀礼のカテゴリーに入るのは,ワ ニやカバに漁師が攻撃されたり,溺 れた

りしたときにおこなわれる儀礼である。この儀礼において,中 心的な役割を演じるの

は 「水の娘」である。彼女は 「水の精霊」か らその原因を聞き出すが,そ れは一般に

禁止の違反者にたいする 「水の精霊」の徴罰という形で説明される。「水の精霊」はが

んらい人間を保護する存在であるが,入 間が禁止に違反 したことにより人間と 「水の

精霊」との安定 した関係は断ち切 られた。そのための徴罰としてこれ らの出来事が与

えられたと解釈するのである。これ らの出来事は,「水の精霊」と人間との友好な絆の

切断を意味するのだから危険な状態であり,し かもその危険は出来事に襲われた当人

だけでなく,ま わりの人間にまで広がる可能性がある。そこで 「水の娘」がみずか ら

あるいは 「水の主」をつうじて浄めの儀礼をおこなうことで,ふ たたび人間と 「水の

24)他 に 「水の主」や 「水 の娘」がお こなう先行儀礼 として はつ ぎの ものが報告 されている。人間

　の生命 力を増すためにお守 りを作 る。雨乞 いの儀礼をお こなう[DIETERMN　 1942:153-155]。

　女の妊娠能 力を高めるために結婚式のときに儀礼をおこなう。新生児に幸運を もた らす ために

　 出産の ときに記号を描 く[GRIAuLE　 et　DIETERLEN　 1949:221-222]。 子供が うま く泳げるよう

　特別の水 をかける[GRiAuLE　 et　DIETERLEN　 1951:83]。 これ らの儀礼的行為 は,今 日で はジ

　 ャファラベ村で もヌー村 でもお こなわれていない。また舟 の舳先に漁の安全 と豊漁を祈願 して

　図柄を描 くが,こ れ は 「水の主」ではな く,舟 大工 がみずか らお こなうものである[GRIAum

　et・DIETERLEN　 l949:211,1951:81]。 この行為は今日まで続け られているが,そ の図柄 は大

　 きく変 わり,そ の意味内容 も失われて しまっている。
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精霊」との安定 した関係を確立 しようとするのである25》。

　以上のように先行儀礼 と遡及儀礼 という分析概念をたてることで,私 たちは生業に

結びついた宗教行為の本性を理解することができるようになるのではないだろうか。

宗教儀礼 は,好 ましい出来事 に先立って,そ して好ましからざる出来事が発生 したと

きにくり返 しおこなわれるが,そ れは人間に生 じるあらゆる出来事を儀礼の体系の中

にとりこむ ことによって,出 来事を思惟 し,操 作するための枠組みを与えるためであ

る。人間 にとって恐ろしいのは,豊 漁が実現 しないとか,ワ ニやカバが攻撃するとか

いった出来事そのものより,む しろ豊漁になるのか不漁になるのか見当がつかないと

いう状態,い つなんどきワニやカバに攻撃されるかわからないという状態である。こ

れにたいし,儀 礼はくり返 しおこなわれることであらゆる出来事を儀礼体系という一

定の枠組みの中に押 しこむのであり,そ れによって人間に,出 来事が偶然にのみ生起

するのではないこと,そ こにはある種の法則性があ り,あ る程度の予測が可能である

ことを知 らせ るのである。

　 あらゆる社会,あ らゆる文化において,人 間はその生存を維持するためには自然と

不断の交渉をもたなくてはならないが,そ の過程で生 じるさまざまな出来事はしば し

ば人間のコントロールをこえている。とくにボゾ族のように技術力の未発達の社会で

は,自 然をコントロールすることも,自 然の諸法則を発見することもきわめて困難で

あろう。 しか し入聞の社会と文化が一連の規則か らなるものである以上(親 族の規則

や結婚の規則,言 語の規則や礼儀作法の規則,そ して食事の作法や性愛の規則にいた

るまで),人 間は自然との相互作用のうちにも一定の規則性を求めざるをえない。 さ

もな くば人間にとって自然は絶対的他者としてあらわれ,そ れについて考えることも

働きかけることもできなかっただろうからである。 このとき儀礼の体系は,人 間 と自

然の交渉のうちに生 じるあ らゆる出来事をその中に包摂することで,そ れ らの出来事

を思惟可能なものにするとどうじに,自 然を敵対的な他者ではなく,働 きかけるに値

する協同的ないし保護者的存在とみなすようにする。ボゾ族の宗教世界の中心にある

のは恵み深い存在 としての 「水の精霊」の観念であるが,そ の観念はこのような自然

観の表われにほかならない。そ してその観念が,そ れと矛盾するさまざまの出来事に

もかかわらず維持されるのは,「水の主」や 「水の娘」 によって くり返 しおこなわれ

る宗教行為のおかげなのである。

　私たちはこれまでボゾ族の宗教世界を,か れらの生業である漁 との関係において考

25)他 に 「水 の主」 がお こな う遡及儀礼 としては病気の治療がある。 と くにヌー村の 「水 の主」

　 はこの能力に秀 でてい ることで有名である。

892



竹沢　 「水の精霊」 とイス ラム

えてきた。この観点か らすると,宗 教 とは何よりも世界(人 間 と自然を含む一つの全

体を世界とよぶな ら)の うちにあ らわれてくる経験を,首 尾一貫 したものにするため

の人間の試みと理解されるのである。そ して宗教をこのように理解することは,先 に

見たようなボゾ族の宗教世界の変容を説明するのにも,有 効であるように思われる。

　伝統的な漁の様態を根底か らくつがえす 「近代的な」漁具の導入 と,政 府の手 によ

る力つ くの漁業権の制度の変更という,か れ らの手のおよばないところか ら生じた出

来事によって,「 水の主」 の一族 はそれまで享受 していた社会 ・経済的な特権を一挙

に剥奪された。こうした未曽有の出来事を前にして,か れ らはそれまでかれ らを支え

ていた 「水の精霊」との絆をたち切って,イ スラムへと傾斜 していったのである。こ

のような旧来の宗教体系の廃棄は,も し宗教が社会構造 と密接に結びつ くものである

な ら,社 会の凝縮力の喪失すなわちアノミーの状態か,あ るいは少なくともかれらの

権威の失墜をもた らしていただろう。 しか し現実にはそうはな らなかった。一時的な

混乱は生 じたにせよ,秩 序はやがて回復 し,「水の主」 の一族 はイスラムという新し

い枠の中で指導的な位置を占めることに成功 したのである。

　 この成功の理由は,「 水の主」 のつとめが社会的なものというより,何 より宗教的

なものであったこと,つ まり人びとの経験に一定の秩序を与えうる枠組を提供するこ

とにあったことを考慮することで,は じめて理解できるようになると思われる。未曽

有の出来事に打ちのめされたのは誰よりも 「水の主」の一族だったのであり,か れ ら

こそはその出来事を整合的に位置づけることを必要としていた。旧来の宗教的枠組み

ではそれが不可能なことを悟 ったとき,か れ らの近 くにあったのはイスラムという別

な枠組みであった。かれ らはそれを選択 した。かれ らのこの選択は苦渋にみちたもの

であったがゆえに,そ してかれらが味わった経験の不整合は他の人びとも遅かれ早か

れ味わうものであったがゆえに,か れ らの選択は他の人びとにも認容され,以 前と同

じような権威がふたたびかれらにゆだねられたのである。

　宗教的な次元で一つの選択をおこなった 「水の主」の一族は,別 の次元でも選択を

おこなうにいたった。 それは,子 弟を学校におくることであった。「水の精霊」への

供犠を拒否 した一1の 「水の主」はその子に教育を授けるのに熱心であったし,そ の

後他の人びとも(1,2な ど)そ れにならって子弟に高等教育を授けている。こうし

たことは,1年 の半分を移動してくらすボゾ族の社会にあってはきわめて例外的なこ

とである。 その結果,「 水の主」の一族の若い世代には多 くの官僚や教師,法 律家が

育ってきており,そ の割合はボゾ族の中では抜 きんでている。

　 この若い世代の人びとは,多 く都市に住み,父 祖のことばを話すこともなく,マ リ
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共 和 国 の公 用語 で あ るフ ラ ンス語 や 広 く流 通 す るバ ナ マ ン語 を 用 い て生 活 して い る。

か れ らの生 業 は も はや伝 統 的 な漁 で は な く,「水 の 精霊 」を ま つ る こと も な い。そ うい

った か れ らを ボ ゾ族 とよ ぶ こ とは,も はや ふ さわ し くな いだ ろ う。 か れ らの 生 活 と思

想 の基 盤 はボ ゾ族 とい う枠 の 中 で は な く,マ リ共 和 国 と い う新 しい 枠 の 中 にあ る か ら

で あ る。 そ うい う意 味 で,か れ らは マ リ人 と よば れ る こ と こそ ふ さわ しい。 ボ ゾ族 社

会 を根 底 か ら揺 るが した一 連 の 出来 事 は,か く して か れ らの あ い だ に マ リ人 とい う新

しい カ テ ゴ リー の人 間 を生 む に い た ったの で あ る。

結 び'

　私たちはこれまで,古 くからニジェール川流域に棲みつき,そ の自然とともに特色

ある文化をきずいてきたボゾ族の漁と宗教を,そ の変化の相のもとにたどってきた。

その変化の底にあるのは,か れ らの社会が地方的な枠をこえて世界的な経済 システム

の中に統合されたという事実であり,そ れがかれ らの漁の様態だけでなく,宗 教の次

元 にも決定的な影響を与えたのであった。

　ボゾ族の漁 と宗教の変化をたどってきた延長線上に,か れらの未来を位置づけるこ

とができるだろうか。

　現在の変化がもしこのまま続 くとすれば,あ と十数年もしたなら,か れらが父祖か

らうけついできた漁具や漁法はすべて 「近代的な」それにとってかわられているかも

しれない。また子弟を都市にお くり出した 「水の主」の一族は 「水の精霊」への信仰

も完全に捨て,そ の記憶す ら残っていないかもしれない。 しか しそのとき,生 業の面

でも宗教の面で も,父 祖か らうけついできた要素のすべてを失 ったかれらを何とよん

だらよいのだろうか。

　 もしそのときに,か れ らの母国が生活とイデオロギーの堅固な枠組みを与えること

ができていたな ら,か れ らをマ リ人とよぶのがふさわ しいだろう。 しかし予想はもっ

と悲観的である。独立以来のあいつ ぐ旱魃でマ リ共和国の経済は困窮をまし,政 府は

債務にあえいでいる。人びとに堅固な枠組みを与えることができようとはとても予想

で きない。それではかれ らを何とよんだ らよいのだろう。

　固有の生活様式を失い,固有の宗教 も失 ったかれ らは,自 己の労働力以外の何 ものも

もたないプロレタリアー トとして,支 配的な世界経済システムの中に位置づけられる

しかないのかもしれない。私たちが本稿でたどってきたボゾ族の漁と宗教の変化がこ

のシステムへの隷属の一プロセスにすぎないとすれば,予 想はあま りに悲劇的である。
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